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第Ⅰ部 再送信同意制度の現状と課題 

 

１ 問題の概要  

 

 (1) 有線テレビジョン放送の分類と意義 

 

「有線テレビジョン放送」とは、有線テレビジョン放送法（昭和４７年

法律第１１４号。以下「有テレ法」という。）第２条第１項において、「有

線放送（公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を

いう。（略））であつて、（略）有線ラジオ放送以外のものをいう。」と定義

されている。 

また、有線テレビジョン放送については、自ら制作等したコンテンツを

コミュニティチャンネル等で有線放送する「自主放送」、地上放送事業者等

の放送を受信して、それを有線放送する「再送信」に大別される。 

このうち、再送信については、放送事業者の放送番組が当該放送事業者

の放送対象地域1内で再送信される「区域内再送信」と、その放送対象地域

外で再送信される「区域外再送信」に分類される。有線テレビジョン放送

による地上放送の区域内再送信は、その放送対象地域内の難視聴地域等に

おいても放送番組を受信できる環境を構築することに貢献している2。また、

区域外再送信は、地域ニーズに応じて、近隣の放送対象地域の放送事業者

の放送番組を住民に提供している。 

 

                                                  
1 地上テレビジョン放送を行う一般放送事業者（以下「地上放送事業者」という。）は、放

送対象地域ごとに放送免許が付与されている。放送対象地域とは、同一の放送番組の放送

を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第２条の２第２項）のこ

とであり、その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考

慮して、放送普及基本計画において規定されているものである。 
2 なお、有テレ法には、総務大臣が指定した受信障害発生区域内で有線テレビジョン放送の

業務を行う有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対して、その

指定区域内においては、区域内再送信を行う義務を課す規定がある（有テレ法第１３条第

１項）。ただし、これまでこの総務大臣による受信障害発生区域の指定が行われたことはな

い。 
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(2) 区域外再送信の状況 

 

   区域内再送信は、地域住民が放送対象地域内の放送を難視聴地域等にお

いても受信できるようにするものであり、放送法（昭和２５年法律第１３

２号）第２条の２第６項の「放送事業者（略）は、その行う放送に係る放

送対象地域において、当該放送があまねく受信できるよう努めるものとす

る」の規定の趣旨に資するものとして、放送事業者と有線テレビジョン放

送事業者の間で大きな問題なく再送信が行われてきている。 

   一方で、区域外再送信は、これまで、地域住民に近隣の放送対象地域の

地域情報等を提供するものとして、地上アナログ放送において広く行われ

ていた。しかしながら、地上放送事業者の経営環境が厳しさを増す一方で、

有線テレビジョン放送事業者においては、インターネット接続、ＩＰ電話

と併せた、いわゆる「トリプルプレイ」の提供が行われ、収益力の向上等

が見られるところ、地上放送事業者から、区域外再送信を見直すべきとの

声が高まってきた。このようなこともあり、地上デジタル放送の再送信同

意に関して協議が難航し、地上アナログ放送では同意を得ていた放送につ

いても、デジタルでは同意が得られない場合も生じている。 

   また、アナログ放送の区域外再送信について、当初同意が得られたもの

の、その後同意書の更新がなされないままに継続されているものがあり、

こうした再送信が２００６（平成１８）年９月時点で、３１０チャンネル

存在する旨の国会答弁がなされている（２００７（平成１９）年３月８日

参議院予算委員会）。 

   地上デジタル放送への移行が進展する中で、このまま区域外再送信の同

意が得られなかった場合、これまで視聴してきた世帯のうち、地元にいわ

ゆる系列局のない地上放送が視聴不可能となる可能性のある世帯3は、２０

０７（平成１９）年２月末現在、４２３万世帯（全世帯の８．２％）4と推

定される。このうち、いわゆる少数チャンネル地域（その地域の地上民間

放送が３波以下の地域をいう。以下同じ。）においては、１４１万世帯（全

世帯の２．７％）にのぼる（図１）と推定される5。 

                                                  
3 現在地元にいわゆる系列局がない放送について、地上アナログ放送では有線テレビジョン

放送による区域外再送信によって視聴が可能であるものの、地上デジタル放送については

再送信同意が得られていないため、当該放送が視聴不可能となっている世帯。 
4 総務省調査及び総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数（２００７（平

成１９）年３月３１日現在）」より推計。 
5 ただし、番組販売等により、個別の人気コンテンツについて地元の放送局の放送番組とし

て視聴することはあり得る。 
 



 3

（千世帯）

１波地域（※１）において、県内にネットワーク系列局（※２）のない放
送がアナログ放送では視聴可能であるものの、デジタル放送につい
ては視聴不可能となっている世帯数

ＴＸ又は独立Ｕ局（※５）の視聴が不可能な世帯数（上記のものを除
く。）

２波地域（※３）において、県内にネットワーク系列局のない放送が
アナログ放送では視聴可能であるものの、デジタル放送については
視聴不可能となっている世帯数

３波地域（※４）において、ネットワーク系列局のない放送がアナロ
グ放送では視聴可能であるものの、デジタル放送については視聴
不可能となっている世帯数

※１ 県内に地上民放が1チャンネルの地域（佐賀県及び徳島県）。

※２ ここでいう「ネットワーク系列」とは、日本テレビ系列（ＮＮＮ）、東京放送系列（ＪＮ
Ｎ）、フジテレビ系列（ＦＮＮ）、テレビ朝日系列（ＡＮＮ）をいう。

※３ 県内に地上民放が２チャンネルの地域（山梨県、福井県及び宮崎県）。

※４ 県内に地上民放が３チャンネルの地域（青森県、秋田県 等）。

※５ ＴＸは、テレビ東京を、独立Ｕ局は、ネットワーク系列局に属さない独立ＵＨＦ放送
局（ＴＶＫ、サンテレビ等）を指す。

※６ ここでいう視聴可能世帯数とは、区域外再送信を行っているケーブルテレビ事業者
の加入世帯数（平成１９年９月末現在）。

（計数ごとに四捨五入したため、計において一致しない場合がある。）

25 547

879

2,780

合計
4,232

 

図１ 地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に当たり区域外再

送信の視聴が不可能となる可能性がある世帯数 4（地元にいわゆる系列局

がない放送に限る。） 
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２ 再送信同意制度及び裁定制度の立法趣旨等  

 

 (1) 再送信同意制度の立法趣旨 

 

有線テレビジョン放送事業者は、有テレ法第１３条第２項の規定により、

放送事業者の同意を得なければ、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、

再送信してはならないとされている6。 

   再送信同意制度の趣旨については、有線テレビジョン放送法案が審議さ

れた１９７２（昭和４７）年５月１８日の衆議院逓信委員会の質疑におい

て、政府参考人から、「この同意の問題は、現在の有線放送業務の運用の規

正に関する法律というものがございまして、これをそのまま持ってきたわ

けであります」と答弁され、有テレ法の同意制度が有線放送業務の運用の

規正に関する法律（昭和２６年法律第１３５号。後に「有線ラジオ放送業

務の運用の規正に関する法律」と改称）の同意制度と同じ趣旨で設けられ

たことを明らかにしている。 

   この点、有線放送業務の運用の規正に関する法律案が審議された１９５

１（昭和２６）年３月２６日の参議院電気通信委員会の質疑においては、

当時、放送事業者の著作隣接権を保護する規定が著作権法上措置されてい

なかったが、提案者から、「中継、特に録音中継の場合における放送著作権

の保護と、いわゆるこまぎれ放送による権利の侵害を防止するためであり

ます」と答弁されている7。   

   なお、再送信同意制度と著作権法（昭和４５年法律第４８号）に基づく

著作隣接権等の関係について、再送信同意制度が導入された１９７２（昭

和４７）年第６８回国会においては、政府参考人から、著作権法は「私権

という形で放送事業者に権利を付与したものでございまして、そもそも本

来予定しております法の領域が違っております。」と答弁され、再送信同意

制度と著作権法に基づく著作隣接権制度は全く別個のものである旨述べら

れている8。 

 

                                                  
6 有テレ法第１３条第２項の規定は、放送事業者の放送だけでなく、電気通信役務利用放送

法（平成１３年法律第８５号。以下「役務利用放送法」という。）第２条第３項に規定され

る電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送の再送信に関しても同意を必要と

している。 
7 巻末参考資料⑦資料集Ｐ７参照 
8 巻末参考資料⑦資料集Ｐ２１参照 
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 (2) 裁定制度の概要とこれまでの経緯 

 

   有テレ法第１３条第３項から第８項までに規定する裁定制度（以下「裁

定制度」という。）は、有テレ法制定時にはなかったが、有線テレビジョン

放送が揺籃期にあるとされていた１９８６（昭和６１）年に導入された。

当時、区域内再送信に加えて、区域外再送信や自主放送も行う有線テレビ

ジョン放送事業者が増加する中で、地上放送事業者から再送信同意が拒否

される事例が増えてきた。この問題を解決するため、再送信同意に係る紛

争に関する有線テレビジョン放送事業者からの申請に基づき、郵政大臣が

裁定を行うこととする制度が１９８６（昭和６１）年に導入された9。裁定

制度の導入に関する有テレ法改正が審議された第１０４回国会においては、

再送信に係る同意をしないことにつき「正当な理由」がある場合として、

以下の５つの基準が例示された。 

   

  ⅰ) 放送番組が放送事業者の意に反して、一部カットして放送される場合 

  ⅱ) 放送事業者の意に反して、異時再送信される場合 

  ⅲ) 放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送

を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合 

  ⅳ) 有線テレビジョン放送の施設が確実に設置できる見通しがない、施設

設置の資金的基礎が十分でない等、有線テレビジョン放送事業者として

の適格性に問題があるとされる場合 

  ⅴ) 有線テレビジョン放送の受送信技術レベルが低く良質な再送信が期待

できない場合 

 

   なお、裁定制度は、有テレ法にのみ設けられている10が、これは、有線テ

レビジョン放送が難視聴地域等における地上放送の再送信メディアとして

テレビジョン放送を再送信する場合に、再送信に係る同意が得られない事

態が頻発すると有線テレビジョン放送の健全な発達を阻害することから、

これを防ぐためとされている。 

   これまで、総務大臣の裁定については、いずれも区域外再送信に関する

ものとして、地上アナログ放送では３２件、地上デジタル放送では１件行

われている。 
                                                  
9 巻末参考資料⑦資料集Ｐ１０参照 
10 放送番組の再送信又は再放送に関しては、放送法、有テレ法、役務利用放送法、有線ラ

ジオ放送業務の運用の規正に関する法律（昭和２６年法律第１３５号）のいずれの法律に

も、その放送番組の放送を行っている放送事業者から同意を得なければならないこととさ

れている。 
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   具体的には、地上アナログ放送に関する裁定については、１９８７（昭

和６２）年に、島根県の有線テレビジョン放送事業者が兵庫県の地上放送

事業者の再送信同意を求めたものと、１９９３（平成５）年に、高知県の

有線テレビジョン放送事業者が岡山県・香川県の地上放送事業者の再送信

同意を求めたものの合計２件があり、いずれも同意裁定となった。、２００

７（平成１９）年５月には、中国地方の有線テレビジョン放送事業者１１

者が岡山県又は広島県の地上放送事業者の再送信同意を求めたものの合計

３件があり、いずれも同意裁定となった。て裁定申請を行っているところ

である。 

   また、地上デジタル放送に関する裁定については、２００７（平成１９）

年３月に、大分県の有線テレビジョン放送事業者４者が福岡県の地上放送

事業者４者の再送信同意を求めた１件があるが、同年８月、同意裁定とな

った。同年６月には、長野県の有線テレビジョン放送事業者２者が関東広

域圏の地上放送事業者５者の再送信同意を求めて裁定申請を行ったところ

である。なお、大分県の有線テレビジョン放送事業者４者に係る裁定事案

については、同年１０月、同意すべきとされた福岡県の放送事業者４者か

ら有テレ法及び行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定に基

づき、異議申立てがなされているところである。 

ここで、上述の大分県の有線テレビジョン放送事業者に係る裁定の答申

に当たり、情報通信審議会から、その答申のなお書として、「総務省におい

ては、有線テレビジョン放送事業者による再送信に関し、有線テレビジョ

ン放送の実態及び通信・放送の融合・連携の進展を踏まえ、受信者の利益

の保護並びに地域ニーズに対応した多様な情報の制作、調達及び流通の促

進の観点から、制度のあり方について今後幅広く検証すべきと考える。お

って、その際は、著作権法に基づく著作権及び著作隣接権の処理の観点に

も十分留意すべきである。」と指摘があった。 
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３ 再送信を取り巻く環境の変化  

 

  有テレ法は１９７２（昭和４７）年に制定され、１９８６（昭和６１）年

に裁定制度の導入が行われて、今日に至っている。この間、有線テレビジョ

ン放送事業者自身の業務内容、経営状況等は激変している。他方、地上放送

の着実な普及等メディア環境の変化、情報通信技術の進展、生活圏の拡大等、

有線放送による放送の再送信を取り巻く環境は様変わりしている。 

  

 (1) 有線テレビジョン放送の変化  

 

  ① 加入世帯数及び施設規模 

 

    有テレ法が制定された１９７２（昭和４７）年において、有線テレビ

ジョン放送施設の加入世帯数は約９０万世帯（世帯普及率で約３％）と

推計されるが11、その後増加し、１９８６（昭和６１）年３月末で約４６

０万世帯（世帯普及率で約１２％）12、２００７（平成１９）年３月末で

２,０６０万世帯（自主放送を行う許可施設の加入世帯数。世帯普及率で

約４０％）13となっている。 

    施設規模も大規模化しており、１９８６（昭和６１）年３月末におい

て、引込端子数が１万を超える許可施設は３１（全許可施設の５.６％）
14だったが、２００７（平成１９）年３月末における引込端子数が１万を

超える許可施設は３５７（全許可施設の１９.４％）15にのぼっている。 

  

  ② 運営主体 

 

    有テレ法が施行された翌年の１９７４（昭和４９）年３月末の許可施

設の運営主体のうち、営利法人によるものは２７であり、当時の全許可

施設数（１４９）の約１８％であった16。その後、１９８６（昭和６１）

年３月末では、１３７（全許可施設の約２５％）、２００７（平成１９）

年３月末では、９３６（全許可施設の約５１％）となっており、営利法

人の割合は大きく伸びてきている。 

                                                  
11 総務省資料及び住民基本台帳世帯数より推計。 
12 郵政省「昭和６１年通信白書」及び住民基本台帳世帯数より推計。 
13 総務省「ケーブルテレビの現状」（２００７（平成１９）年１１月）より。 
14 郵政省「昭和６１年通信白書」 
15 総務省「平成１９年情報通信白書」 
16 郵政省「昭和５８年通信白書」 
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  ③ 自主放送の状況 

 

    自主放送を行う施設の数も大きく伸びており、１９７２（昭和４７）

年３月では、３施設のみが自主放送を行っていたが17、その後、自主放送

を行う許可施設は、１９８６（昭和６１）年３月末では、９８施設（全

許可施設の約１８％）、２００７（平成１９）年３月末では、７０４施設

（全許可施設の約３８％）となっている。 

 

  ④ 経営状況 

 

    営利を目的として有線テレビジョン放送を行う者の経常収入は、１９

８７（昭和６２）年度において約１１４億円であったが18、これは当時の

民間放送事業者（ラジオ放送等を含む。）の経常収入（約１兆３,５００

億円）の約０.８％に過ぎなかった。２００６（平成１８）年度において

は、自主放送を行う許可施設で、営利法人のうち有線テレビジョン放送

を主たる事業とする者の営業収益（有線テレビジョン放送事業以外の事

業を含む。）は、約６,５００億円となり、同年度の地上民間放送事業者

（ラジオ放送等を含む。）の営業収益約２兆６,０００億円の約２５％に

相当している19。 

 

⑤ 伝送路の広帯域化、多様化 

 

ＩＣＴの進展による広帯域伝送路導入に係るコストの低下により、放 

送のデジタル化及びインターネット接続のブロードバンド化に対応する

ため、有線テレビジョン放送施設の伝送路の光化及び伝送容量の広帯域

化が進展している。 

有線テレビジョン放送施設の伝送路は、かつては同軸方式が主体だっ

たが、今日ではＨＦＣ20方式や光ファイバ方式を取り入れる施設も増えて

きており、２００７（平成１９）年においては、自主放送を行う許可施

設（７０４）のうち、幹線に光ファイバを導入している施設数は５４３

施設（７７．１％）にのぼる。また、２００７（平成１９）年の幹線の

                                                  
17 総務省資料 
18 郵政省「平成元年通信白書」 
19 総務省プレスリリース 
20 Ｈｙｂｒｉｄ Ｆｉｂｅｒ Ｃｏａｘの略。ヘッドエンドからノードまで光ファイバケ

ーブルを敷設し、その後は同軸ケーブルで各家庭まで引き込むシステム。 
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光化率は約４０％となっているほか、１９９９（平成１１）年から２０

０７（平成１９）年の８年間で、光ファイバ幹線の延長距離は４．９倍

となっている（図２）。 

 

図２ 有線テレビジョン放送施設の幹線光化率 

1999.3 2007.3
1999～2007 年 

の伸び 

幹線路（km）  96,228 213,105 2.2 倍 

  （うち光ファイバ（km）） 17,080 84,506 4.9 倍 

幹線光化率 17.7% 39.7% ＋22％ 

  

    なお、ＩＣＴの進展は電気通信回線のコストを著しく低減させている。

具体的には、１９７５（昭和５０）年の時点で、東京～大阪間で４８Kbps

のデータ通信専用回線（電電公社の提供する特定通信回線）を利用する

場合、月額基本回線料は２１０万円だったものが、１９８６（昭和６１）

年にはＮＴＴが提供する６４Kbps の専用サービスで月額基本回線料が１

１０万円、２００７（平成１９）年にはＮＴＴコミュニケーションズが

提供する同サービスが約１１万円となっている。 
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 (2) 有線テレビジョン放送以外のメディアの変化 

 

  ① 地上放送の普及状況 

 

    １９７２（昭和４７）年において、３波以下の地域は全国で２７県（全

世帯の約３３％21）であったが、１９８６（昭和６１）年には２２県（全

世帯の約２２％）、２００７（平成１９）年には１４県（全世帯の約１１％）

となっている（図３）。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 衛星放送の開始と普及 

 

    衛星放送については、１９８４（昭和５９）年にＮＨＫＢＳの試験放

送として開始された。１９８９（平成元）年のＮＨＫＢＳの契約数は、

約４２万件に過ぎなかったが、２００７（平成１９）年１２９月末現在、

同契約数は約１，３００万件となっている。 

                                                  
21 総務省「住民基本台帳人口要覧」１９７３（昭和４８）年、１９８６（昭和６１）年及

び２００７（平成１９）年の世帯数及び沖縄県資料より推計。 

図３：都道府県単位の地上テレビジョン放送の普及状況 
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    また、ＣＳ放送については、１９９２（平成４）年に放送が開始され、

２００７（平成１９）年１２４月末現在、スカイパーフェクＴＶ！の契

約数は約３６０万件となっている。 

 

  ③ 有線役務利用放送の開始と普及 

 

    電気通信事業を営む者から電気通信役務の提供を受けて放送を行う電

気通信役務利用放送については、２００１（平成１３）年に制度化され、

翌年に施行されたが、ＩＰマルチキャスト方式で有線役務利用放送を行

う電気通信役務利用放送事業者は、２００８７（平成２０１９）年３９

月末現在５４社であり、加入世帯数は約２４３万世帯（２００７（平成

１９）年１２月）となっている。 

  このほか、電気通信事業者が提供する映像伝送サービスを利用して、

有線テレビジョン放送と同等の方式で電気通信役務利用放送を行う事業

者も増えており、２００８７（平成２０１９）年３１０月現在、１５４

社となっている。 

 

  ④ ブロードバンドを利用した動画配信サービスの進展 

 

    我が国は世界で最も速く低廉なブロードバンド環境を実現しており、

ブロードバンド契約数は２００７（平成１９）年９月末現在２,７１５万

件、このうち、超高速回線であるＦＴＴＨの契約数は９６６万件となっ

ている。 

    このブロードバンドを利用し、利用者からの求めに応じストリーミン

グ方式で動画配信するサービスも伸びている。例えば、㈱ＵＳＥＮが提

供する動画配信サービスＧｙａｏは、２００５（平成１７）年４月のサ

ービス開始以来、２年半で視聴登録者数が約１，６５０万（２００７（平

成１９）年１０月末）に達しているほか22、動画共有サイトＹｏｕＴｕｂ

ｅの家庭からの利用者は２００７（平成１９）年２月時点で月間１,０１

７万人となっている23。 

                                                  
22 ㈱USEN２００７（平成１９）年１１月１３日プレスリリース 
23 ネットレイティングス㈱２００７（平成１９）年３月２２日プレスリリース 
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 (3) 国民視聴者の生活環境の変化 

 

   新幹線等による鉄道の高速化、高速道路の整備の進展等による道路環境

の高度化・普及等により、生活圏も拡大している。 

   例えば、高速自動車国道の整備延長は、１９７２（昭和４７）年には全

国で７１０km だったのが、１９８６（昭和６１）年には３,７２１km、２０

０７（平成１９）年には７,４２２km となっている24。 

   また、新幹線も、１９６４（昭和３９）年に東海道新幹線が東京～新大

阪間で開業した後、１９７２（昭和４７）年に山陽新幹線、１９８２（昭

和５７）年に東北新幹線と上越新幹線、１９９２（平成４）年に山形新幹

線、１９９７（平成９）年に長野新幹線と秋田新幹線、２００４（平成１

６）年に九州新幹線が開業しており、県境をまたぐ通勤・通学、日常生活

の広域化に貢献してきた。 

   こうした交通の高度化に伴い、人の日常生活における移動距離も長距離

化し、生活圏が広域化しつつある。例えば、他の都道府県を就業地・通学

地とする人（１５歳以上）は、１９７０（昭和４５）年には２９３万人（１

５歳以上の就業者・通学者全体の４．７.４９％）に過ぎなかったのが、１

９８５（昭和６０）年には４７８万人（同８.６７．１％）、２００５(平成

１７)年には５８３万人（同８.５％）と着実に増加している25。 

 

 

                                                  
24 国土交通省資料より 
25 １９７０（昭和４５）年、１９８５（昭和６０）年、２００５（平成１７）年国勢調査

より 
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図４ 再送信を取り巻く環境の変遷 

 
※１現在の世帯普及率は、自主放送を行う許可施設分のみ。 （注）特に時期の記載がない数字はそれぞれS47,S61,H19 のもの※２約410kmで計算

有線テレビジョン放送法制定時
(S47(1972))

裁定制度制定時
(S61(1986))

現在
(H19(2007))

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
変
化

・世帯普及率は約３％ 。 ・世帯普及率は約12％。 ・世帯普及率は約40％※１。

・CATVは小規模で再送信。

・ 自主放送を行う施設は3。
・営利法人は許可施設のうちの約2割（約
30/150）（S４9）。

・CATVは小規模で再送信のみを行うものが多
数。地元事業者要件等による地域限定的な
事業展開。

・ 自主放送を行う許可施設は98。
・営利法人は許可施設のうちの約2.5割（約

140/550）。

・規制緩和により、CATVの大規模化、事業者
間連携、全国展開のＭＳＯ等が進展、ISPを
含む多様なサービスの提供。

・自主放送を行う許可施設は704。
・営利法人は許可施設のうちの約5割（約
940/1,840)。

・営利目的のCATV許可施設の経常収入は約
100億円（S62年度）。

・民放事業者の経常収入は約1兆3,500億円
（S62年度）。

・CATV/民放の経常収入の比率は約1%（S62
年度）。

・自主放送を行うCATV許可施設（営利法人）
の営業収益は約6,500億円（ＩＳＰ事業その他
含む。H18年度）。

・地上民放事業者の営業収益は約2兆6,000億
円（H18年度） 。

・ CATV/民放の営業収益の比率は約25％
（H18年度）。

地
上
放

送
の
普

及
状
況

・4ch以下 35県(全世帯の約59%)
・3ch以下 27県(全世帯の約33%)
・2ch以下 23県(全世帯の約27%)

・4ch以下 29県(全世帯の約41%)
・3ch以下 22県(全世帯の約22%)
・2ch以下 17県(全世帯の約16%)

・4ch以下 27県(全世帯の約30%)
・3ch以下 14県(全世帯の約11%)
・2ch以下 5県(全世帯の約3%)

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
以
外
の

メ
デ
ィ
ア
の
変
化

・ NHKBS試験放送開始（S59）
契約数・・・約42万件（H1)

・CS放送開始（H4）

・NHKBS契約数・・・約1,300万件
・スカイパーフェクTV契約数・・・約3６0万件
・IPマルチキャスト放送契約数・・・約24万件
・ブロードバンドを利用した映像配信サービス
の進展(例：Gyaoの視聴登録者数約1,650万
人)

伝
送
路
の
広

帯
域
化
等

・NTT企業向け専用回線(48kbps）
東京～大阪間回線基本料 210万円/月※2

(S50）

・NTT企業向け専用サービス（64kbps)
東京～大阪間回線基本料 110万円/月※2

・有線テレビジョン放送施設の幹線光化率
39.7%

・NTTコム企業向け専用サービス（64kbps)
東京～大阪間回線基本料 約11万円/月※2

視
聴
者
の

生
活
環
境

の
変
化

・他県就業・通学者 293万人（S45） ・他県就業・通学者 478万人（S60） ・他県就業・通学者 583万人（H17）

・高速自動車国道整備延長 710km ・高速自動車国道整備延長 3,721km ・高速自動車国道整備延長 7,422km
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４ 有線テレビジョン放送事業者及び地上放送事業者の間の主な争点  

 

  本研究会では、（社）日本ケーブルテレビ連盟（以下「ＣＡＴＶ連盟」とい

う。）及び（社）日本民間放送連盟（以下「民放連」という。）から、区域外

再送信問題についてヒアリングを行った。各団体の主張の概要は図５のとお

りであるが、主な主張は以下のとおりである。 

 

 (1) 有線テレビジョン放送事業者（ＣＡＴＶ連盟）の主な主張 

 

  ① 区域外再送信について 

 

   区域外再送信について、ＣＡＴＶ連盟が本研究会の第２回会合に提出し

た資料（以下「第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料」という）。において、「住民・

視聴者はデジタル化後も区域内はもとより、区域外放送についてもこれま

でと変わりなく提供されることを強く要望（必要と）している」26、「地

上放送の完全デジタル化を円滑に行うためにも区域外再送信を今まで通

り早期に実施する必要がある」としたうえで27、「アナログで見られたも

のはデジタルでも見られる様に」28としている。 

   また、「住民・視聴者が要望する主たる要因」29として、 

   ⅰ) 「区域外の電波が届いている」30 

   ⅱ) 「少数チャンネル」31 

   ⅲ) 「生活圏、文化圏が同一である」32 

   ⅳ) 「長年の視聴習慣がある」33 

   ⅴ) 「複合型」34 

   をあげている。 

   なお、区域外再送信の範囲について、「サービス提供範囲は近隣の地域

に限定し、遠距離は考えていない」35としている。 

 

                                                  
26 巻末参考資料③第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料Ｐ４ 
27 同上 
28 巻末参考資料③第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料Ｐ５ 
29 巻末参考資料③第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料Ｐ６ 
30 同上 
31 同上 
32 同上 
33 同上 
34 同上 
35 巻末参考資料③第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料Ｐ４ 
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  ② 裁定制度について 

 

   裁定制度の要否について、第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料においては具体

的な記述はないが、既に大臣裁定を行ったものについては、「「視聴者利益

の保護」のため、ケーブルテレビ事業者の責務として已む無く大臣裁定を

申請」としている。 

 

  ③ 再送信に関する対価について 

 

対価については、「放送事業者の有する権利は許諾されており、対価請

求は留保されている」36、「基本的に関係権利団体との年間包括契約によ

る支払い」37としている。 

 

 

  ④ 「不同意再送信」について 

 

いわゆる「不同意再送信」について、「視聴者に対し、納得出来る理由

なしにサービスを停止することはできない」38、期限が切れる時点で「法

令に順じ「大臣裁定」を仰ぐべきであったかもしれないが、日本的事情（和

の精神）から話し合いによる解決を模索してきた」39とし、「一概に”違

法”という指摘は当たらないと考える」40としている。 

                                                  
36 巻末参考資料③第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料Ｐ１４ 
37 同上 
38 巻末参考資料③第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料Ｐ１２ 
39 巻末参考資料③第２回ＣＡＴＶ連盟提出資料Ｐ１３ 
40 同上 
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 (2) 地上放送事業者（民放連）の主な主張 

 

  ① 区域外再送信について 

 

   区域外再送信について、民放連が本研究会の第２回会合に提出した資料

（以下「第２回民放連提出資料」という。）において、「区域外再送信が行

きすぎた場合には、この「地域免許制度」は形骸化し、特に「県域」を基

盤とするローカル民放局の経営を危うくし、「地方の放送文化」、「地域に

根ざした放送サービス」の維持発展を難しくする」41と主張している。併

せて、「区域外再送信問題の解決にあたっては、再送信先の民放事業者の

意見を最大限に尊重すべき」42としている。 

 

  ② 裁定制度について 

 

裁定制度について、「大臣裁定制度は廃止を含めた抜本的見直しを行う

べき」43として、その理由として、「地域免許制の形骸化」、「立法事実の

消滅」、「著作権法との不整合」44をあげている。 

    

   ⅰ) 「地域免許制の形骸化」については、「区域外再送信への同意を強

制する「総務大臣の裁定」制度は、放送法・電波法の地域免許制度や

放送普及基本計画に明らかに矛盾」等45としている。 

   ⅱ) 「立法事実の消滅」については、「今や「同一性の保持」にのみ着

目する「非対称規制」の立法事実は失われている」46としている。 

   ⅲ) 「著作権との不整合」については、「大臣裁定制度は、放送事業者

が固有に持つ著作権・著作隣接権に配慮しておらず、行きすぎた大臣

裁定は財産権を定めた憲法２９条に抵触する可能性があるなど、法体

系の矛盾を内包する」47としている。 

                                                  
41 巻末参考資料④「総務省「有線放送による放送の再送信に関する研究会」ヒアリングに

あたって」（平成１９年１１月８日（社）日本民間放送連盟）（以下脚注において、「第２回

民放連提出資料①」という。） 
42 巻末参考資料⑤「ケーブルテレビによる地上テレビ放送の再送信に関する意見」（平成１

９年１１月８日（社）日本民間放送連盟）（以下脚注において、「第２回民放連提出資料②」

という。）P３ 
43 巻末参考資料⑤第２回民放連提出資料②P５ 
44 ３項目いずれも巻末参考資料⑤第２回民放連提出資料②P５～P６ 
45 巻末参考資料⑤第２回民放連提出資料②P５ 
46 巻末参考資料④第２回民放連提出資料① 
47 同上 
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  ③ 裁定の基準について 

 

裁定の基準について、「「昭和６１年５基準」は、ケーブルテレビ事業者

が大臣裁定を申請するための資格要件であって、大臣裁定の判断基準とす

ることが適当ではない」48、「大臣裁定の判断基準がもっぱら「同一性の

保持」にのみ着目する偏ったものであることを示すとともに、昭和６１年

の第１０４回国会衆議院逓信委員会で表明された「（同意しない）正当な

理由」が現在においても踏襲されたこととなり、甚だ遺憾である」49とし

たうえで、「こうした判断基準は、抜本的に見直すべき」50としている。 

また、「多元性・多様性・地域性という放送制度の根幹の一つである「地

域性」を無視している」51、「現行の有線テレビジョン放送法の解釈では、

隣接地域に限らず、遠隔地域間（例えば、北海道や沖縄県への在京キー局

波）であっても、大臣裁定により区域外再送信を受けることが可能となる」
52としている。 

 

  ④ 再送信に関する対価について 

 

対価については、「対価徴収（有料化）だけでは、区域外再送信問題は

解決できない」53として、「民放事業者の判断で、契約更新時から対価徴

収は可能。しかし、ケーブルテレビは、これまで地上テレビ放送を補完す

るメディアと考えてきたため、民放事業者は、実際の対価の請求を差し控

えている」54、「地域免許制度を前提に、地上テレビ放送とケーブルテレ

ビとが秩序ある発展を目指すことが重要であり、再送信の有料化が区域外

再送信問題の解決策とは考えていない」55としている。 

 

  ⑤ 事業者間の協議による解決について 

 

事業者間の協議による解決について、「地上民放事業者は、デジタル放

                                                  
48 巻末参考資料④第２回民放連提出資料① 
49 同上 
50 同上 
51 巻末参考資料⑤第２回民放連提出資料②P５ 
52 同上 
53 巻末参考資料⑤第２回民放連提出資料②P９ 
54 同上 
55 同上 
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送の区域内再送信については円滑な同意に努めており、また、区域外再送

信についても全てに対して同意を拒んでいるわけではなく、個々の事業者

の判断において「同意が妥当な範囲」を模索し、要望に応えてきている」
56としている。 

 

  ⑥ 「違法再送信」について 

 

いわゆる「違法再送信」について、「放送事業者の同意や許諾を得ずに

無断で行われるケーブルテレビ再送信は「違法再送信」である」57として、

「ケーブルテレビ事業者は、こうした違法再送信を早急に中止すべきであ

り、そのために国は適切な措置を行うべき」58としている。 

                                                  
56 巻末参考資料④第２回民放連提出資料① 
57 巻末参考資料⑤第２回民放連提出資料②P７ 
58 同上 
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図５ 研究会でのヒアリングにおける両連盟の主張の概要 

  ＣＡＴＶ連盟の意見 民放連の意見 

再送信同意制

度の意義 

 ・ 基本的に放送事業者の事項である。有線テレビジョ

ン放送がとやかくいうのは適切ではない。 

 ・ 大臣裁定制度と不整合な点が問題。 

 ・ マストキャリーの場合は別として、大事な放送番組

を無断で再送信できるようにするのは問題と思う。

裁定制度の必

要性 

 ・ 一定のルールのもと、それに基づき民民で解決でき

るのがよい。ただ、それでも解決できないような場

合のため、大臣裁定又は同様のものが必要。 

 ・ 地域免許制、著作権法と不整合であり、立法事実は

消滅している。「同一性の保持」にのみ着目する偏

ったものであり、抜本的に見直すべき。 

 ・ 民民の協議に委ねるべき  

裁

定

の

判

断

基

準 

地 域 性 の

観点（遠隔

地 間 の 区

域 外 再 送

信） 

 ・ 近隣の地域に限定し遠距離は考えていない。  ・ 「民放３波以下の地域への配慮」「地理的・文化的・

経済的な一体性」「再送信先の民放事業者の考え方

の確認」等が考えられる。 
・ 例えば東京と北海道間ではコストが高くなりすぎ

考えたこともない。 

 

県 域 免 許

制 と の 整

合性 

 ・ 維持するのが適当。ただし、文化・生活圏が一体な

場合等区域外のニーズがあるところは、弾力的に認

めるべき。 

 ・ 区域外再送信が行きすぎた場合には、この「地域免

許制度」は形骸化し、特に「県域」を基盤とするロ

ーカル民放局の経営を危うくし、「地方の放送文化」

「地域に根ざした放送サービス」の維持発展を難し

くする。 

地 元 局 経

営の観点 

 ・ 民間放送事業者との共存共栄。 

 ・ 有線テレビジョン放送は地形難視、都市型難視の解

消等で地上放送の補完的機能をはたし、放送事業者

とは手を携えてきた。 

 ・ 地上放送デジタル化についても、放送事業者の置局

計画を補完できればと考えている。 

・ 両者間で番組面での協力も行われている。  

 ・ 「民放３波以下の地域への配慮」「地理的・文化的・

経済的な一体性」「再送信先の民放事業者の考え方

の確認」等が考えられる。） 

 ・ 経営的な影響の問題から地元局の納得が必要。 

 ・ 大分民放３局のシミュレーションでは１８億円の逸

失収入。 

チ ャ ン ネ

ル 数 の 観

点 

（ 視 聴 者

の ニ ー ズ

対応等） 

 ・ 原則として「アナログで見られていたものはデジタ

ルでも見られる様に」 

・ 区域外再送信は専ら視聴者ニーズに対応するため。

 

 ・ 「民放３波以下の地域への配慮」「地理的・文化的・

経済的な一体性」「再送信先の民放事業者の考え方

の確認」等が考えられる。 

 ・ 区域外のニーズがあるのは分かるが、４波ある地域

は地元の系列局を見てほしい。 

 ・ 少数チャンネル地域で区域外のニーズがあるのは分

かるが、だからといって全てＯＫということではな

い（視聴者ニーズも踏まえ可能な限り協議に努めて

いる。）。 

 ・ 放送事業者としての視聴者ニーズの対応は、放送対

象地域内の視聴者に放送を届かせること。 

  
  

  

  

  

  

金 銭 事 項

の観点 

（ 著 作 権

料 等 の 支

払い等） 

 ・ 著作権料について放送事業者等から請求されれば支

払う。また、著作権料以外についても、納得性があ

れば、協議に応じる。 

 ・ 対価請求は留保。有線テレビジョン放送と民放は放

送普及の「車の両輪」ということもあって、請求し

ていない。 

 ・ 有テレ法と不整合な点が問題。 

  
・ 地元局への影響を軽減するための協力・支援につい

ても、協議に応じる。 

ア ナ ロ グ

受 信 者 の

利益保護 

 ・ 原則として「アナログで見られていたものはデジタ

ルでも見られる様に」 

 ・ デジタルだから不同意ということではなく、もとも

と、系列局が増加していること、デジタル化投資の

負担等から、見直したい。 

そ

の

他 

不 同 意 再

送信・違法

再送信 

 ・ 当初は全て同意。その後不同意。放送事業者から納

得できる不同意の理由説明がないので視聴者に説

明できないし、また、放送事業者を悪者にすること

もできず、再送信を継続してきた。 

 ・ 違法再送信を早急に中止すべきであり、そのために

国は適切な措置を行うべき。 

両団体間の  

協議の実施 

 ・ 賛成。  ・ 賛成。 
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第Ⅱ部 対応の方向性 

 

１ 検討の視点  

 

  第Ⅰ部で見てきたように、地上デジタル放送への完全移行を前に、現在、

地上放送事業者と有線テレビジョン放送事業者の間における区域外再送信の

同意に関する協議について、難航する事例が生じている。 

  こうした状況が続けば、有線テレビジョン放送については、地上アナログ

放送では視聴できていた放送番組が地上デジタル放送では視聴できなくなる

おそれがある。 

一方、地上放送については、無秩序、無制限な区域外再送信によって、地

上デジタル放送の中継局投資や番組制作に係る財政基盤の著しい脆弱化が惹

き起こされる場合には、難視聴地域の拡大や放送番組の質の低下等が生じる

ことが懸念される。 

  有線テレビジョン放送も地上放送も、地域社会に基盤を有するメディアと

して、地上デジタル放送への円滑な移行に向けて相互に協調することが求め

られているが、区域外再送信の問題が長期化することによって、地上デジタ

ル放送の普及に支障を及ぼし、国民視聴者の利益を損なうことがないように

しなければならない。 

  また、２００７（平成１９）年８月９日の情報通信審議会の答申において

も、「総務省においては、有線テレビジョン放送事業者による再送信に関し、

有線テレビジョン放送の実態及び通信・放送の融合・連携の進展を踏まえ、

受信者の利益の保護並びに地域ニーズに対応した多様な情報の制作、調達及

び流通の促進の観点から、制度のあり方について今後幅広く検証すべき。そ

の際は、著作権法に基づく著作権及び著作隣接権の処理の観点にも十分留意

すべき。」との指摘があったところである。 

  そこで、本研究会としては、制度面の見直しを検討することも重要な課題

であることを認識しつつ、有線テレビジョン放送による地上放送の再送信に

関し、２０１１年の地上デジタル放送への円滑な移行を確保する観点から、

第Ⅰ部の３で見たような様々なメディア環境の変化等を勘案し、まずは、現

行制度を前提として、現在問題が生じている事案を迅速かつ的確に解決でき

るよう、運用面での見直しについて重点的に検討を行うこととした。 

この検討に当たっては、以下の点を十分に踏まえることとした。 

 

  ○ アナログ放送からデジタル放送への移行に伴う受信者の利益の確保

（受信者の利益が損なわれることがないようにすること） 
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  ○ 当事者である地上放送事業者と有線テレビジョン放送事業者の考え方 

   

  また、いわゆるマストキャリー59の導入等の再送信に係る制度の問題につい

ては、通信・放送の新たな法体系の検討を踏まえつつ、中期的課題として検

討を行った。   

                                                  
59 公共的役割を有する放送について、配信プラットフォームや伝送サービス事業者に再送

信義務を課すこと。 
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２ 課題に関する対応の方向性  

 

 (1) 再送信同意制度の意義 

 

   放送は、直接かつ瞬時に、不特定多数の国民視聴者に対し情報を発信す

るメディアとして、他の情報通信メディアと比較しても大きな社会的影響

力を有しており、多様な情報を国民視聴者に提供する点で現代社会におい

て特別な役割を担っている。具体的には、健全な民主主義の発達に資する

言論報道機関としての機能、地域住民の生活に必要不可欠な情報提供や、

多様化する国民視聴者のニーズに応じた豊かで良質な各種番組の提供など

である。 

   放送事業者の放送番組が自ら送信した電波以外の方法により再送信され

る際、無断で改編されたり、放送事業者が意図しない地域において無断で

再送信されれば、放送番組の同一性や当該放送事業者のチャンネルイメー

ジが損なわれることとなる。特に、こうした再送信が有線テレビジョン放

送のように、地域の不特定多数の者に対し情報発信する大きな社会的影響

力を有するメディアにより行われた場合には、放送事業者の番組編集に相

当程度の悪影響を与えることとなる。 

   このため、放送番組の再送信は、放送事業者の「同意」を要することと

されており、これは放送に対する国民視聴者の信頼を背景として、放送事

業者の「番組編集上の意図」を保護することを有テレ法上明らかにしたも

のである。また、こうした仕組みは、地上放送についての放送秩序の維持

に結果的に寄与してきた面もあると考えられる。 

   この放送事業者の「番組編集上の意図」の含意には、様々なものがあり

得るが、アナログ放送かデジタル放送かを問わず、それが保護されなくな

ることを放送法及び有テレ法上防止すべき場合としては、具体的には、以

下のものが考えられる。   

 

  ① 有線テレビジョン放送事業者の一方的な判断、都合により再送信を行

う時間、番組構成等について変更が行われ、放送事業者の放送番組につ

いての「番組編集上の意図」が害され、又は歪曲されること。 

 

  ② 放送法に定められる放送対象地域を前提として編集される放送番組が、

それ以外の地域で無断で再送信されると、その放送が受信される地域に

関する放送事業者の「番組編集上の意図」が害され、又は歪曲されるこ

と。  
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 (2) 裁定制度の意義 

 

   裁定制度の目的は、再送信同意について制度趣旨を踏まえた適正な判断

を確保することにより、「受信者の利益」を保護し、ひいては、有線テレ

ビジョン放送の健全な発達を図ることである。この制度は、慎重な検討を

経て示されたこれまでの裁定が全て同意裁定となっていることからも見ら

れるとおり、「受信者の利益」を広く保護する制度として機能してきた。

また、裁定制度導入時に揺籃期にあったとされる有線テレビジョン放送業

の振興に寄与してきた面もあると考えられる。 

   放送事業者の「番組編集上の意図」を保護する再送信同意制度において、

同意するか否かは放送事業者の任意の判断に委ねられているが、この裁定

制度は、放送事業者が再送信に係る同意をしないことにつき「正当な理由」

が認められない限り、同意裁定を行う仕組みがとられている。 

   このように再送信に同意するべき旨の裁定は、放送事業者の「番組編集

上の意図」を制約することとなるため、が、その際には制約根拠について

は、再送信される番組を視聴することによって得られる「受信者の利益」

に関する十分な検討が必要である。 

   この「受信者の利益」としては、アナログ放送かデジタル放送かを問わ

ず、具体的には以下のものが挙げられる。 

 

   ① 受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できること。 

     この地域情報は、基本的には居住する地域（県）の地上放送を見る

ことにより得ることができるが、例えば、生活面・経済面での一定の

関連性が認められる場合には、隣接の県の地上放送を見ることにより

得られることもある。 

 

   ② 受信者が自県の地上放送に加えて、その他の県の地上放送を再送信

により視聴できること。 

     地上放送は、国民生活上不可欠な様々な情報を総合的に提供する放

送であり、自らの生活等に必要な地域情報が含まれるか否かに関わら

ず、複数の地上放送を受信できることのメリットは大きい。 

     特に、隣接する地域の地上放送を再送信することによりチャンネル

数が事実上増加し、その地域における情報の多元性や多様性が向上し、

地方政治を含めた民主主義の基盤強化が図られる場合には、「受信者

の利益」の確保の必要性が大きいと考えられる。 
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   これらの利益が具体的な裁定においてどのように扱われるかについては、

後述する(3)で示すこととする。 

   裁定制度については、メディア環境の変化等に照らし、必要性が低下し

てきたのではないかとの指摘もある。しかしながら、国民の活動の範囲が

広域化し、生活圏・経済圏が県域を越える場合がある中で、有線テレビジ

ョン放送はその地域住民に対し、現行の県域を基本とする地上放送では対

応できない隣接県（地域）の情報を追加的に提供するという役割を果たし

てきており、こうした役割を地域社会を基盤として発展してきた有線テレ

ビジョン放送に担わせることは、当面、適当であると考えられる。 
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 (3) 裁定の基準の見直し等 

 

   放送事業者が再送信に係る同意をしないことにつき「正当な理由」（有

テレ法第１３条第５項）がある場合については、再送信同意制度による放

送事業者の「番組編集上の意図」の確保と、裁定制度による「受信者の利

益」の確保との調和を図る観点から考えることが適当である。 

   「番組編集上の意図」については、(1)の「再送信同意制度の意義」で述

べたように、様々なものがあり得るが、裁定制度において考慮の対象とな

るのは次のとおりと考えられる。 

 

  ① 放送番組の同一性やチャンネルイメージ 

 

    この基準については、裁定制度の導入の法改正が行われた際に国会答

弁で次の５つの基準が例示として述べられている。これらの５つの基準

については、番組の同一性やいわゆるチャンネルのブランドイメージの

確保にかかわるという点で、「番組編集上の意図」の中核を占めること

から、基本的には、「受信者の利益」の内容や程度にかかわらず、常に

確保することが適当である。 

 

   ⅰ) 放送番組が放送事業者の意に反して、一部カットして放送される場

合 

   ⅱ) 放送事業者の意に反して、異時再送信される場合 

   ⅲ) 放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放

送を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合 

   ⅳ) 有線テレビジョン放送の施設が確実に設置できる見通しがない、施

設設置の資金的基礎が十分でない等、有線テレビジョン放送事業者と

しての適格性に問題があるとされる場合 

   ⅴ) 有線テレビジョン放送の受送信技術レベルが低く良質な再送信が期

待できない場合 

 

  ② 放送が受信される地域についての意図（放送の地域性に係る意図） 

  

   ア）背景 

 

     放送事業者がその放送番組を自らの放送対象地域以外では見られた

くないという「放送の地域性に係る意図」については、遠隔地の地上
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放送をネットワークにより伝送し有線テレビジョン放送で再送信する

ことが経済面等から困難であったことから、これまでは「遠隔地」間

での区域外再送信が行われることが一般に想定されず、基準として示

す必要性はそれほどなかったと考えられる。   

     しかしながら、光ファイバ網といった高速ネットワークの整備やこ

れを用いた伝送に係るコストの低廉化等により、遠隔地で受信した地

上放送を自らの業務区域まで伝送し、区域外再送信として提供するサ

ービスを行うことが一般に可能となってきた。また、交通や通信手段

の発達等を背景として、国民の生活圏等の広域化は大きく進展してお

り、従来の県域の枠組みを超えて情報を得ようとする受信者のニーズ

が増大してきている。 

     こうした有線テレビジョン放送や受信者を取り巻く環境の変化を踏

まえ、「放送の地域性に係る意図」についても裁定の基準として示す

ことが適当である。 

 

   イ）受信者の利益と放送事業者の「放送の地域性に係る意図」の比較衡

量の基準 

 

     「放送の地域性に係る意図」は、広く国民視聴者に向かって表現（放

送）されている放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくな

いという消極的な意図であることから、「番組編集上の意図」の中核

を占める上記５つの基準に比べて保護すべき必要性が相対的に低く、

「受信者の利益」の内容・程度との比較衡量により、その確保の必要

性（裁定での同意の適否）を判断することが適当である。 

     すなわち、放送事業者の「番組編集上の意図」である「放送の地域

性に係る意図」の侵害の程度が、「受信者の利益」の程度との比較衡

量において、許容範囲内（受忍限度内）にあるとは言えない場合には、

放送事業者が同意しない「正当な理由」があると考えられる。 

     以下では、(2)の①と②で述べたそれぞれの「受信者の利益」の裁定

における取扱いについて検討する。 

   

    ａ 「受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できること」の

場合 

 

      (2)の①で述べられている隣接の地域（県）の地域情報を取得する

ことに係る「受信者の利益」の程度については、再送信を行う有線
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テレビジョン放送事業者、再送信元の放送事業者のそれぞれが属す

る地域間の生活面・経済面での関連性の程度により定まると考える

ことが適当である。 

      こうした地域間の関連性の程度を量る要素としては以下のものが

考えられる。 

           

     ⅰ) 地域間における人・物等の交流状況 

       以下に掲げる事項のような人、物、情報等の交流の程度が強い

場合には、一般的には、生活面・経済面での関連性の程度が高く、

地域住民にとって当該地域の情報を取得したいという必要性が高

いと考えられる。 

      ・ 通勤・通学等人の移動状況 

      ・ 両地域間の経済的取引状況 

      ・ 電波のスピルオーバー 等 

    

     ⅱ) 両地域の関係を巡る歴史的経緯等 

       例えば、江戸時代以前の「藩」の地域区分や方言等の風俗・文

化圏については、現在の都道府県の行政区域とは異なる場合でも、

県域を超えた文化的な交流等が積極的に行われ、あるいは、地域

住民における一体感・親近感が強いことが考えられることから、

そのような場合には、情報取得についての「受信者の利益」の確

保の必要性が大きいと考えられる。 

 

     ⅲ) 再送信に関する視聴実態、視聴習慣 

       再送信が現に行われている実態がある場合には、情報取得につ

いての「受信者の利益」の確保の必要性が大きいと考えられる。

特に、過去適正に同意を得て、長年にわたって再送信が行われて

きたことによって、地域住民が区域外の放送番組を視聴すること

が習慣として根付いている場合には、「受信者の利益」の確保の

必要性が一層大きくなると考えられる。 

 

      具体的な「生活面・経済面での関連性の程度」の判断については、

ⅰ）を基本としつつ、ⅱ）やⅲ）も併せて、個別の事案ごとに総合

的に判断することが適当である。 

      このような「生活面・経済面での関連性」が認められる場合につ

いては、「受信者の利益」の確保の必要性が相対的に大きいことか



 28

ら、放送事業者の「放送の地域性に係る意図」の侵害の程度が受忍

すべき範囲内にあるとして、同意裁定となることが適当と考えられ

る。 

      以上の考え方からすると、最終的には個別事案に関する総合判断

となるが、例示を挙げれば、少なくとも、放送対象地域に隣接する

市町村については、一般に同意裁定となるが、他方、一般的な国民

の視点から見て放送対象地域から一見明白に遠方にあると認められ

る有線テレビジョン放送事業者が再送信する場合については、原則

として同意裁定とはならないこととなる。 

      なお、この「受信者の利益」に係る同意裁定となる範囲について、

「一定の区域」を定めることにより、当事者間の協議による円滑な

解決を図ることも考えられるが、全国各地で地域事情が異なること

等を勘案すると「一定の区域」を合理的かつ画一的に定められるか

ということ等に課題が残ることから、この点については今後の検討

に委ねることとする。       

      

    ｂ 「受信者が自県の地上放送に加えて、その他の県の地上放送を再

送信により視聴できること」の場合 

 

      (2)の②で述べられている複数の地上放送の受信による利益、特に、

情報の多元性や多様性に関する「受信者の利益」については、それ

がどのような場合であれば放送事業者の受忍すべき範囲内であると

考えられるかを、さらに検討することが必要である。特に、この点

については、少なくとも例えば、少数チャンネル地域において、地

域住民のニーズにこたえるため、当該地域に存在しない系列の放送

番組について、隣接する放送対象地域からの再送信は「生活面・経

済面の関連性」が認められない場合でも、常に認められるべきであ

るとの強い意見があった。地上放送を視聴できれば、その地域にお

ける情報の多元性や多様性の向上につながると考えられる一方、「生

活面・経済面の関連性」が認められない場合について、当該地域に

存在しない系列の放送番組の再送信を認めることは、こうした方法

により少数チャンネル地域を解消しようとすることが、放送の健全

な発達を図ることを目的とする現在の放送普及基本計画に定める考

え方に照らし、不適当との意見もあった十分な合理性を有するか否

かについても、さらに検討が必要である。 

      いずれにしても、当事者間の協議に当たっては、この「受信者の
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利益」について、十分な配慮が行われることが必要であると考えら

れる。 

  

  ③ その他の基準の検討 

 

    これまで述べたほか、裁定の基準として、区域外再送信が行われる地

域の放送事業者の経営やニュースネットワーク協定を結んでいる放送事

業者の経営に与える影響、適正な額の著作隣接権料その他の対価の支払

いの有無等を考慮すべきとの指摘がある。 

しかしながら、こうした事項は、放送事業者の「番組編集上の意図」

や「受信者の利益」と制度的関連性を有するものではなく、裁定という

法的判断の対象にはなじまないと考えられる。 

   

  ④ 経過措置 

 

    過去に「同意」が得られた再送信の実施が、②の考え方に基づく基準

の下では困難になる場合も想定される。こうした場合については、「受

信者の利益」を適切に一定程度保護する観点から、経過措置（激変緩和

措置）を講じることも考えられる。その経過措置の期間等については、

放送の２０１１年に予定される完全デジタル化等の受信者を取り巻くメ

ディア環境の変化等を十分に踏まえることが必要である。 
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 (4) 協議の円滑化のための措置 

 

   再送信同意に関しては、事業者間の協議により解決することが原則であ

り、当事者間において適正かつ客観的な判断が可能となるよう、「正当な

理由」の解釈についても、総務省がガイドラインを策定し、公表すること

が適当である。    

   また、再送信同意に係る協議手続が定まっていないことにより、事業者

間の協議においても混乱が生じているとの指摘を踏まえるとともに、当事

者間の誠実な協議を促進するため、総務省が協議手続の具体的内容に関す

るガイドラインを策定し、公表することが適当である。 

   そのガイドラインにおいては、当事者が多様な情報の流通の促進の必要

性を十分認識した上で誠実に協議を行うことや、法の趣旨を踏まえて受信

者の利益を適正に確保すること等の原則を明記したうえで、協議開始の時

期や協議に際して説明すべき事項等の具体的な手続を記載することが適当

である。その際には、必要に応じて、新規の同意か、更新の同意か等によ

って場合分けして整理することが適当である。 

   さらに、放送事業者が一度適正に同意した再送信に係る契約の更新を拒

否する理由については、裁定に当たっての「正当な理由」に限られるもの

とし、その旨をガイドラインに明記することが適当である。これは、仮に、

放送事業者が「正当な理由」なく拒否したとしても、拒否された有線テレ

ビジョン放送事業者が、改めて裁定申請を行えば、「正当な理由」がない

限り、同意裁定が行われることを踏まえたものである。 

   なお、総務省においては、これらのガイドラインを活用して、いわゆる

「違法再送信」の解消等、再送信同意の適正化が十分に図られるよう、適

切な措置を講ずるべきである。 

   おって、裁定制度との関連性はないが、再送信の実施に資するため、著

作隣接権料とは別に、必要に応じ、再送信の提供に係るサービスの対価に

ついて当事者が協議の上、一定の額を支払うことについて当事者間で検討

することも考えられる。 
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 (5) 著作権法との関係 

 

   再送信同意制度や裁定制度は、放送に対する国民視聴者の信頼や有線テ

レビジョン放送の「受信者の利益」を確保するための制度であり、この点

において、著作権者等の権利の保護等を基本とする著作権法体系とは別個

のものである。 

   しかしながら、放送事業者の著作隣接権との関係では、同意裁定が行わ

れたにもかかわらず、当該放送事業者の著作隣接権の許諾が得られない場

合、再送信を行うことができず、「受信者の利益」の確保の上で支障が生

じることとなる。 

   このため、区域内再送信において受信障害地域の指定を受けた場合には、

著作権法上の特例措置により著作隣接権者である放送事業者の権利処理が

不要となる制度（有テレ法第１３条第１項60、著作権法第９９条第２項61）

を参考として、例えば、同意裁定が行われた場合には、当該放送事業者は

許諾ではなく、報酬請求のみができる旨の措置も含め、制度改正の必要性

について、今後、権利者である放送事業者との十分な協議の中で、検討が

行われるべきである。 

   また、著作隣接権の処理に限らず、著作物に係る権利処理全般について、

実務上も再送信に関して円滑に行えるよう、関係者の間で基本ルールを策

定する等の取組みを行うことが適当である。 

                                                  
60 有テレ法第１３条第１項「有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業

者は、第３条第１項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放

送（放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２号の５に規定するテレビジョン放送

をいう。以下同じ。）の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがある

ものとして総務大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該

施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重

放送（テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像

又は信号を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。）を

行う放送局（放送法第２条第３号に規定する放送局をいう。）を開設しているすべての放送

事業者（放送法第２条第３号の２に規定する放送事業者をいう。以下同じ。）のテレビジョ

ン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同

時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでな

い。」  
61 著作権法第９９条第１項「放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有

線放送する権利を専有する。」、同第２項「前項の規定は、放送を受信して有線放送を行な

う者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。」  
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 (6) 中期的な課題 

 

  ① ローカルコンテンツの充実 

 

    地上放送事業者と有線テレビジョン放送事業者は、ともに地域社会を

基盤とするメディアとして普及・発展してきたものであり、地域密着型

のローカルコンテンツをそれぞれ制作してきている。 

    この役割は、２０１１年の地上放送の完全デジタル化や、通信・放送

の融合・連携の下においても変わるものではなく、むしろ、伝送手段の

一層の多様化により、ますますその意義が増すものと考えられる。また、

地上デジタル放送の円滑な普及等に当たっても、２０１１年のアナログ

停波に向けて、両者が連携して取り組んでいく必要がある。 

    このため、地上放送事業者と有線テレビジョン放送事業者は、いずれ

も、地域社会に基盤を有するメディアとして、各地域におけるローカル

コンテンツの充実に努めることが強く求められる。具体的には、地上放

送事業者については、地域向け番組の一層の充実を図ること、また、有

線テレビジョン放送事業者については、いわゆる「コミュニティチャン

ネル」62を一層充実させることが考えられるとともに、両事業者がローカ

ルコンテンツの共同制作や地上デジタル放送の普及等に係る共同の取組

等、相互に協調する体制の構築を検討することが必要と考えられる適当

である。 

 

  ② 新たな紛争解決の手段 

 

    現在の再送信の紛争処理スキームについては、総務大臣に対する裁定

申請以外の制度はないが、こうした裁定制度を活用することなく、当事

者間の自主性に配慮したあっせんや、当事者双方の合意に基づき申請さ

れる仲裁に関する制度を設けることも有意義であると考えられる。なお、

あっせん等の制度を設ける場合には、これらが機能するための条件整備

（誠実対応義務等）について検討すべきである。 

    また、情報通信分野については、表現の自由の問題等慎重に対処すべ

き点も多々含まれていることや、放送事業者の利益と受信者の利益との

調整が複雑になる中で、この場合のあっせん等の主体としては、放送制

度や紛争解決に関する高い専門性を備えた専門組織に委ねることが必要

である。その際には、例えば、電気通信事業について、電気通信事業紛

                                                  
62 有線テレビジョン放送事業者が自主制作する地域密着型の放送番組のこと。 
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争処理委員会63が担当していることを参考に、同様の機関を設けることや

同委員会に新たに業務を担わせることも一つの方法と考えられる。この

場合には、あっせん等を行う機関に裁定の諮問をすることがあっせん等

に当たって整理した事実関係等を有効に活用する等の観点から適当であ

る。 

 

  ③ 通信・放送の融合を踏まえた課題 

 

    通信・放送の新たな法体系の検討において、有線テレビジョン放送と

電気通信役務利用放送の区分の見直しの検討が行われる場合には、再送

信同意に関する紛争処理スキームを含めた両者間のイコール・フッティ

ングについて検討する必要がある。 

    また、再送信に関しては、現行制度上、有テレ法第１３条第１項にあ

るように、受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれ

があるものとして総務大臣が指定した場合には、その受信障害地域に施

設を有する有線テレビジョン放送事業者は放送対象地域内の放送事業者

の放送番組をそのまま再送信しなければならないという義務が課せられ

る。 

    しかしながら、共同受信施設によるものを含め、有線テレビジョン放

送施設経由で地上放送を視聴している世帯が全体の６割を超えている現

状にあり、地上放送については、あまねく普及すべき高い公益性を有す

るものであることから、今後、受信障害の有無にかかわらず、再送信を

義務づける、マストキャリーについて検討する必要がある。 

    このため、こうしたマストキャリーの導入の必要性や再送信に関する

紛争処理スキームの在り方については、その他のメディアにおける同様

の議論とともに、今後、中期的に検討されることが適当である64。 

                                                  
63 電気通信事業分野においては、電気通信事業者間の接続等に係る紛争の迅速かつ効率的

な処理を図るため、「あっせん」「仲裁」を専門的に取り扱うとともに、総務大臣の「裁定」

に関する諮問への答申等を行う電気通信事業紛争処理委員会を２００１（平成１３）年１

１月３０日に総務省に設置。 
 
64 総務省「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」報告書（２００７（平成１９）

年１２月）（抄） 

「・・・・「特別メディアサービス」の対象となるコンテンツ配信サービスに関しマストキ

ャリー・マストオファー制度を導入することの必要性について、今後検討する必要がある。」

「・・・・レイヤー間を越えた事業者間紛争の調停といった事項に対応するための中立的

な機関を設けることの是非を検討するなど、行政組織のあり方についても幅広い検討が行

われることを期待する。」 
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    また、本研究会としては、現在問題が生じている事案を迅速に解決で

きることを最優先の課題として、現行制度を前提として運用面での見直

しを行ったが、この見直しの結果は、中期的には、通信・放送の新たな

法体系の検討を踏まえつつ、有線テレビジョン放送を含む「放送」全体

に関する制度に係る抜本的な見直しが行われるまでの暫定的なものとし

て位置づけることが適当である。 

以上 
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「有線放送による放送の再送信に関する研究会」開催要綱 
 

１．背景・目的 

有線放送においては、事業者間の広帯域ネットワークの接続が進み、大容量ネット

ワークの広域化が進展しつつあり、デジタル化・ＩＰ化等の技術革新や通信・放送コ

ンテンツの融合、業態の垣根を越えた事業者間連携の急速な進展等を背景に、様々な

形態のサービスが出現し、この動きは、今後更に広がっていくものと考えられる。 

一方で、これまでの難視聴地域や少数チャンネル地域等における地上放送の再送信

手段としての補完的役割についても依然として重要との指摘もあり、放送のデジタル

化、通信・放送の融合下における情報通信政策及び国民的ニーズの方向性を踏まえた

今後の有線放送による放送の再送信のあり方が改めて問われている。 

また、本年８月９日付の再送信同意に関する裁定申請に対する情報通信審議会の答

申において、再送信制度のあり方について幅広く検証すべき旨の指摘があったところ

である。 

このため、本研究会は、有線放送による放送の再送信の現状を把握し、課題を整理

するとともに、今後のあるべき方策について検討することを目的として開催するもの

である。 
 

２．名称 

本会合は、「有線放送による放送の再送信に関する研究会」と称する。 
 

３．検討内容 

（１）有線放送による放送の再送信に関する現状把握 

（２）有線放送による放送の再送信に関する課題の整理 

（３）課題に対する今後の方策の検討 等 
 

４．構成及び運営 

（１）本研究会は、情報通信政策局長の研究会とする。 

（２）本研究会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本研究会には、座長及び座長代理を置く。 

（４）座長は、本研究会の構成員の互選により定める。 

（５）座長は、本研究会を招集し、主宰する。 

（６）座長は、本研究会の構成員の中から座長代理を指名する。 

（７）座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本研究会を招集し、

主宰する。 

（８）座長は、必要に応じ、関係団体等に出席を求めることができる。 

（９）その他、研究会の運営に必要な事項は、座長が定める。 
 

５．開催期間 

平成１９年１０月に第１回会合を開催し、平成２０年３月頃を目途に一定の結論を得

る。 
 

６．庶務 

本研究会の庶務は、情報通信政策局放送政策課が関係課の協力を得て行う。 

参考資料① 
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別紙 

 

「有線放送による放送の再送信に関する研究会」構成員 

（敬称略、五十音順） 

 

伊東
い と う

 晋
すすむ

 東京理科大学理工学部教授 

音
おと

 好宏
よしひろ

 上智大学文学部教授 

菊池
き く ち

 尚人
な お と

 慶應義塾大学ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾝﾃﾝﾂ統合研究機構

特別研究准教授 

高橋
たかはし

 信行
のぶゆき

 國學院大學法学部専任講師 

土佐
と さ

 和生
か ず お

 甲南大学法科大学院教授 

長田
な が た

 三
み

紀
き

 NPO 法人東京都地域婦人団体連盟事務局次長 

新美
に い み

 育
いく

文
ふみ

 明治大学法科大学院教授 

野原
の は ら

 佐和子
さ わ こ

 ㈱イプシ・マーケティング研究所社長 

長谷部
は せ べ

 恭男
や す お

 東京大学法学部教授 

早坂
はやさか

 禧子
と み こ

 桐蔭横浜大学法科大学院教授 

山下
やました

 東子
は る こ

 明海大学経済学部教授 

 

◎ 座長 ○座長代理 

◎ 

○ 
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「有線放送による放送の再送信に関する研究会」開催状況 

 

日程 内容 

第１回 

２００７年１０月５日 

○開催要綱（案）について 

○座長の決定及び座長代理の指名について 

○研究会の公開について 

○事務局からの説明 

・ケーブルテレビを取り巻く現状について 

・有線放送による再送信に関する現状と制度の

概要について 

○研究会の当面の進め方について 

第２回 

２００７年１１月８日 

○事務局からの説明 

・都道府県別の区域外再送信の現状及びブロー

ドバンド整備状況 

・放送及び有線放送に関する規制の異同 

○関係者からのヒアリング 

・(社)日本ケーブルテレビ連盟 

・(社)日本民間放送連盟 

○フリーディスカッション 

第３回 

２００７年１１月２０日 

○主な論点 

第４回 

２００７年１２月７日 

○（社）日本ケーブルテレビ連盟及び(社)日本民

間放送連盟間の協議状況について（両連盟から

ヒアリング） 

○中間とりまとめの骨子案について 

第５回 

２００７年１２月２１日 

 

○中間とりまとめ案について 

第６回 

２００８年２月８日 

 

○再送信同意に係る裁定に関する現状について 

○中間とりまとめ（案）に関する意見募集の結果

等について 

○フリーディスカッション  

第７回 

２００８年３月１３日 

○最終とりまとめ（案）等について 

 

参考資料② 



ケ ブルテレビによる地上デジタルケーブルテレビによる地上デジタル
放送の区域外再送信について

2007年11月 8日

社団法人 日本ケーブルテレビ連盟

１．ケーブルテレビの地上デジタル放送への対応

１）2011年7月24日 地上放送のデジタル完全移行に

最大限の努力最大限の努力

・2000年 6月：日本ケーブルラボ設立

諸課題 解決に注力⇒諸課題の解決に注力

・2000年10月：日本ケーブルキャスセンター設立

ブ ビ（2007年9月日本ケーブルテレビに合併）

⇒デジタルSTBの普及、B-CASカードの管理

２）デジタル化投資は大きな経営課題

・ヘッドエンド、ネットワークの整備

・アナログ・コンバーターの廃棄

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 2
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３）民間放送事業者との共存共栄

４）ケーブルテレビの進捗状況

・当初の予定以上の進捗

（参考資料ー１：

「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」）

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 3

２．地上デジタル放送のケーブルテレビによる再送信に
関する考え方

１）地上テレビ放送は地域住民、視聴者の生活に不可欠なものであり、
一日も早く「再送信サービス」を提供することが一日も早く「再送信サービス」を提供することが

ケーブルテレビ事業者の責務と認識。

２）住民・視聴者はデジタル化後も区域内はもとより、区域外放送につい
てもこれまでと変わりなく提供されることを強く要望（必要と）している。

３)有テレ法第１条に謳われている「受信者の利益の保護」し「公共の福祉
の増進に資する」という観点からも、区域外再送信について、地域住
民・視聴者の要望を満たすことが我々の責務と考える。尚、サービス
提供範囲は近隣の地域に限定し、遠距離は考えていない。

４）地上放送の完全デジタル化を円滑に行うためにも区域外

再送信を今まで通り早期に実施する必要がある。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 4
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アナログで見られたものは

デジタルでも見られる様に

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 5

３．住民・視聴者が要望する主たる要因

１）区域外の電波が届いている

２）少数チャンネル

３）生活圏、文化圏が同一である

４）長年の視聴習慣がある

５）複合型

（参考資料ー２：「新聞ラテ欄サンプル」）

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 6
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４．住民・視聴者の要望事例

１）区域外の電波が届いている

①事例－１①事例

・他県の放送事業者がその地域に電波を届けている。

・現在は他県になっているが江戸時代は同じ藩、従い現在

も同一の生活・文化圏に属している。

②事例－２

・他圏の放送事業者がその地域に電波を届けている。

・他圏への通勤者が多く、全国紙も当該圏のものでなく、

他圏版 も が販売され る他圏版のものが販売されている。

２）少数チャンネル２）少数チャンネル

①事例－１

・当該県内には民放１社のみ 残りチャンネルは隣県より

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 7

・当該県内には民放１社のみ。残りチャンネルは隣県より

の区域外再送信。放送事業者同意。

②事例－２

当該県内には民放２社のみ 残りチ ンネルは隣県より・当該県内には民放２社のみ。残りチャンネルは隣県より

の区域外再送信。

③事例 ３③事例－３

・当該県内には民放３社のみ。

放が 情 格・他の隣県は県内民放が４～５社ある。情報格差の是正の
ためにも残り１チャンネルの放送が是非必要。

３）生活圏、文化圏が同一である

①事例 １①事例－１

・前述の「１）区域外の電波が届いている」で記載の事例。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 8
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②事例－２

・当該地区の漁業従事者は他圏からの放送（特に天気予当該地区の漁業従事者は他圏からの放送（特に天気予

報等）を必要としている。

・当該地区からの「新幹線通勤」も多い。

・市内で販売されている「テレビガイド」も他圏版である。

４）長年の視聴習慣がある

①事例－１

和49年 50年開局時 り 域外波を 送信・昭和49年～50年開局時より区域外波を再送信。

・古くは明治時代から（製糸業）、現在は精密工業、ＩＴ産業

等首都圏との交流が盛んで 住民は東京の情報を求め等首都圏との交流が盛んで、住民は東京の情報を求め

ている。

・進学する子供の過半数は東京の大学へ進学 親は東京

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 9

・進学する子供の過半数は東京の大学へ進学。親は東京

のローカルニュースを視聴する。

・人口の流出入の内、20％が首都圏との移動。

ケーブルテレビの解約件数の90％は首都圏への転出の

ため。 ほぼ同数が転入し、新規加入。

・地域にある別荘の90％にケーブルテレビサービスを提供。

また、別荘オーナーの70％が首都圏在住者で最近は永

住者も。

・県内人口の３倍以上の観光客が来る。その内の約半数は

首都圏からの観光客。

・アンケート調査からも当該地域住民が、首都圏の区域

外放送を強く望んでいる。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 10
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５）複合型

①事例－１

・他県の電波が届いている。

・少数チャンネル。

・古くから生活圏、文化圏が同一である。

・アナログ時代からの視聴習慣がある。

多くの場合「複合型」事例である。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 11

５．不同意再送信について

１）多数は同意（１年毎の更新、或いは自動更新）が得られて

いるが・・・

２）現在、同意が得られていないものがある。

・再送信開始時及びその後も同意が得られていた。

・ある時点から同意書はもらえないが、口頭で了解。

・納得出来る理由なしに拒否される。

３）視聴者に対し、納得出来る理由なしにサービスを停止す

ることは出来ない。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 12

44



４）法令に順じ「大臣裁定」を仰ぐべきであったかもしれない

が、日本的事情（和の精神）から話し合いによる解決を模

索してきた。

５）以上の様な事情から一概に“違法”という指摘は当たらな

いと考える。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 13

６．著作権について

１）同意書に於いて

・放送事業者の有する権利は許諾されており、対価請求は
留保されている。

２）原権利者が有する権利

基 権 体 年 包括契約 払・基本的に関係権利団体との年間包括契約による支払い。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 14
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７．大臣裁定について

１）2006年4月～5月 総務省、放送関係者各位に「要望書」提
出以降 “徹底した話し合いによる”解決を目指し放送事出以降、“徹底した話し合いによる”解決を目指し放送事
業者と交渉努力するも事態は進展せず。

２）デジタル受信機を購入した（或いは購入予定の）住民・視聴
者から 今まで（アナログ）見られていたものが見られない者から、今まで（アナログ）見られていたものが見られない
ことに強い苦情が殺到。

３）「視聴者利益の保護」のため、ケーブルテレビ事業者の責
務として已む無く大臣裁定を申請したものである。務として已む無く大臣裁定を申請したものである。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 15

参考資料
◇参考資料ー１

「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」ケ ブルテレビの地上デジタル放送対応ロ ドマップ」

◇参考資料ー２◇参考資料 ２

「新聞ラテ欄サンプル」

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 16
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参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」「ケ ブルテレビの地上デジタル放送対応ロ ドマップ」
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参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」「ケ ブルテレビの地上デジタル放送対応ロ ドマップ」
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47



参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」「ケ ブルテレビの地上デジタル放送対応ロ ドマップ」
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参考資料ー１
「ケーブルテレビの地上デジタル放送対応ロードマップ」「ケ ブルテレビの地上デジタル放送対応ロ ドマップ」
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参考資料ー２ 「新聞ラテ欄サンプル」」

※著作権保護の観点から、新聞記事の引用部分を非掲載とします。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 21

参考資料ー２ 「新聞ラテ欄サンプル」」参 資 」

※著作権保護の観点から、新聞記事の引用部分を非掲載とします。

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary 22
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平成１９年１１月８日 

（社）日本民間放送連盟 

 

総務省「有線放送による放送の再送信に関する研究会」ヒアリングにあたって 

 

地上民放事業は放送法、放送普及基本計画による「地域免許制度」のうえに成立して

いる。このため、区域外再送信が行きすぎた場合には、この「地域免許制度」は形骸化

し、特に「県域」を基盤とするローカル民放局の経営を危うくし、「地方の放送文化」、

「地域に根ざした放送サービス」の維持発展を難しくする。 

他方、ケーブルテレビ事業（自主放送を行う許可施設）の売上高は昨年度で４０００

億円を超え、地方においてはケーブルテレビ事業者の売上高、利益がローカル民放局の

それを上回る事例も多く、今や「同一性の保持」にのみ着目する「非対称規制」の立法

事実は失われている。 

こうした中、福岡県の民放事業者４社を相手とする大分県のケーブルテレビ事業者４

社からの「総務大臣の裁定」の申請に対して、本年８月１７日に「同意すべき旨」の裁

定が下された。その裁定書では「福岡民放４社の主張には、放送の意図が害され、又は

歪曲されることをうかがわしめる具体的事実が認められず、同意をしないことにつき正

当な理由があると認めるに足る事実は存在しない」とされているが、これは大臣裁定の

判断基準がもっぱら「同一性の保持」にのみ着目する偏ったものであることを示すとと

もに、昭和６１年の第１０４回国会衆議院逓信委員会で表明された「（同意しない）正

当な理由」が現在においても踏襲されたこととなり、甚だ遺憾である。こうした判断基

準は、抜本的に見直すべきである。 

また、有線テレビジョン放送法に基づく大臣裁定制度は、放送事業者が固有に持つ著

作権・著作隣接権に配慮しておらず、行きすぎた大臣裁定は財産権を定めた憲法２９条

に抵触する可能性があるなど、法体系の矛盾を内包する。 

もちろん地上民放事業者は、デジタル放送の区域内再送信については円滑な同意に努

めており、また、区域外再送信についても全てに対して同意を拒んでいるわけではなく、

個々の事業者の判断において「同意が妥当な範囲」を模索し、要望に応えてきている。 

「有線放送による放送の再送信に関する研究会」における区域外再送信の在り方の検

討を通じて、ここに述べる民放事業者の意見を十分に尊重した適切な結論を早期に得る

とともに、すでに出されている大臣裁定申請の取り扱いにおいても、本研究会の提言が

反映されるよう要望する。 
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総務省「有線放送による放送の再送信に関する研究会」 

ヒアリング 民放連意見参考資料 

 
 

 

 

 １．ケーブルテレビ区域外再送信に関する「大臣裁定」制度についての意見 … １ 

  （平成19年５月９日） 

 

 

 ２．総務省「2010年代のケーブルテレビの在り方に関する研究会」報告書案に対 

  する意見（平成19年６月） ………………………………………………………… ５ 

 

 

 ３．福岡県民放事業者に対するケーブルテレビ区域外再送信の「大臣裁定」につ 

  いての会長コメント（平成19年８月17日） ……………………………………… ６ 
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平成１９年５月９日 

総 務 大 臣 

 菅  義 偉  様 

 (社)日本民間放送連盟 

会 長  広 瀬 道 貞 

 

ケーブルテレビ区域外再送信に関する「大臣裁定」制度についての意見 

 

 去る３月23日に大分県のケーブルテレビ事業者４社から福岡県の民放事業者４社のデジ

タルテレビ放送の区域外再送信を求める「総務大臣の裁定」申請が行われたことを受け、

情報通信審議会において、当該放送事業者が提出した意見を踏まえた審議が行われる運び

となっております。この「大臣裁定」制度について当連盟は、地域免許制度を形骸化する

ものであるとともに、ケーブルテレビ産業の発展状況に即していないとの理由により、か

ねてから撤廃を求めておりますが、この機会に改めて下記の意見を提出いたしますので、

十分ご配慮のうえ、適切な判断を示されるよう求めるものであります。 

 

記 

１．大臣裁定制度の立法事実とケーブルテレビ産業の発展について 

・ 「有線テレビジョン放送法」は、第13条第２項で「ケーブルテレビ事業者は、放送

事業者の同意を得なければ、その放送を再送信してはならない」との趣旨を定めなが

らも、同条第３項で「ケーブルテレビ事業者は、放送事業者との同意についての協議

が調わないときは、総務大臣の裁定を申請することができる」、また、第５項で「総務

大臣は放送事業者に“正当な理由”がある場合を除き、同意をすべき旨の裁定をする

ものとする」との趣旨を定めている。 

・ この“正当な理由”の判断基準としては、同法改正により大臣裁定制度が導入され

た昭和61年（1986年）の国会審議で、次の５点が示されている。 

① 放送番組が放送事業者の意図に反して、一部カットして放送される場合 

② 放送事業者の意図に反して、番組が異時再送信される場合 

③ 再送信のチャンネルが別の番組に使われて混乱を起こす場合 

④ ケーブルテレビ事業者としての適格性に問題がある場合 

⑤ ケーブルテレビの技術レベルに問題がある場合 

・ この規定によれば、ケーブルテレビ事業者が他県の放送事業者からの再送信を求め

る大臣裁定を申請しさえすれば、ほぼ自動的に、放送事業者に対して区域外再送信へ

の同意を強制する裁定が下されることになる。仮に宮崎県あるいは鹿児島県のケーブ

ルテレビ事業者から福岡波の再送信を求める裁定申請が出されても、福岡民放事業者

に同意を強いることになりかねない。 
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・ このように、放送事業者に対して著しく不利な“非対称規制”が導入されたのは、

昭和61年当時のケーブルテレビ産業が極めて零細であった時代にその育成策と考えら

れたからである。国会での法改正に関する審議において、当時の郵政省は「実態とし

てこのＣＡＴＶというのがまだ非常に規模が小さくてとてもチャンネルプランの形骸

化というようなことになっていないし、また近い将来にもそういうことにならないと

いうふうに考えております」と答弁している。 

・ しかしながら、その後、平成５年（1993年）のケーブルテレビ事業者の地元要件撤

廃・広域事業化、平成11年（1999年）の外資規制撤廃といった規制緩和もあり、ケー

ブルテレビ産業の近年の成長ぶりは著しく、昭和61年時点の立法事実は変容したと言

わざるを得ない。平成18年（2006年）末にはケーブルテレビの加入世帯総数が2000万

世帯を超え、普及率は全世帯の40％を上回るに至った。この10年間をみても加入世帯

は5.7倍に、普及率は4.9倍に達している。平成17年度（2005年度）の営業収益は3850

億円（営業目的の事業者数311）で、大分県をはじめとして、地方民放テレビ事業者に

匹敵する収益をあげるケーブルテレビ事業者が登場している。 

・ ケーブルテレビ産業の発展に応じ、すでに著作権の分野においては、実態に即した

法改正が実施されている。文化庁・文化審議会著作権分科会は平成18年８月にとりま

とめた報告書で、「有線放送事業者は規模が小さく、基本的には地域メディアであった

が、近年、制度が見直され、有線放送事業者の地元要件の廃止や外資規制の撤廃など

規制が緩和されたこと等も背景に、都市部等において大規模な有線放送事業が展開さ

れ、サービス内容も充実しつつある」との指摘を行い、これを受けた同年12月の著作

権法改正により、これまで放送番組のケーブルテレビ再送信に対して無権利であった

実演家、レコード製作者に対し、ケーブルテレビ事業者への“報酬請求権”が付与さ

れたのである。 

・ このように“零細なケーブルテレビ産業を育成する”という必要性が薄れる半面、

地上民放テレビの一層の多局化、ＢＳ・ＣＳ放送の普及発展により、地域間の情報格

差は縮小してきている。また、ケーブルテレビが順調に発展する一方、地方民放事業

者は、地域経済の衰退や2011年のデジタル放送完全移行への大掛かりな投資のため、

その経営状態がより厳しくなっており、隣県からの区域外再送信が増えるに伴い、自

社視聴率の低下等、経営への打撃が顕著になっている。 

・ 以上のさまざまな実態からみて、法律によって放送事業者に区域外再送信への同意

を強いる大臣裁定制度の立法事実は消滅している。社会の実態に即した抜本的な見直

しが行われるべきである。 

 

２．大臣裁定制度と著作権法の不整合について 

・ 放送事業者は、全放送番組についての著作隣接権、さらに自社制作番組についての

著作権を有している（著作権法第99条および第23条）。改めて述べるまでもなく、この
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著作権法上の「許諾」権は、有線テレビジョン放送法上の再送信「同意」とは異なる

権利であり、放送事業者が仮に大臣裁定によって再送信への同意を強制されたとして

も、その放送の再送信を行おうとするケーブルテレビ事業者に対し、著作権法に基づ

く差止請求等によって再送信を阻止できる。 

・ こうした不整合が生じるのは、本来、事業者間の協議により調整すべき区域外への

再送信問題を、法に基づく強制措置によって解決しようとするためである。放送事業

者の著作権法上の権利に配慮し、これと相容れない大臣裁定制度について速やかに見

直すべきである。 

・ また、そもそも放送番組は、放送事業者以外のさまざまな著作権、著作隣接権、ス

ポーツライセンス等の権利の集合体であり、権利関係者は国内はもとより、外国にも

多数存在している。このため、放送事業者は再送信に同意する場合、ケーブルテレビ

事業者が再送信に必要な権利処理の責任を負うことを確認している。こうした権利関

係からみても、国が大臣裁定により再送信同意を強制することには大きな問題がある。 

 

３．民放事業の地域密着性について 

・ 当連盟がかねてから主張してきたとおり、大臣裁定制度は地上民放事業の根幹であ

る地域免許制度と相容れないものである。各民放事業者のエリアが県域を単位として

いるのは、地元に密着したニュース、番組やＣＭの放送に努め、地域の社会・経済の

発展に寄与するためである。ケーブルテレビによる区域外再送信が際限なく拡大され

ることは、他県への情報依存度を強めるものであり、各地域の自立という観点からみ

て好ましいものではないと考えられる。本来、ケーブルテレビによる再送信が義務付

けされるのは、現行の有線テレビジョン放送法にもあるように、受信障害地域に限ら

れるべきである（第13条第１項）。 

・ さらに、特に災害放送、地域情報、政見放送等については、民放事業者がその放送

対象地域の視聴者に向けて放送を行っていることを十分に尊重すべきである。前述し

たように、放送事業者が再送信に同意しない“正当な理由”として、「放送番組が放送

事業者の意図に反して、一部カットして放送される場合」「放送事業者の意図に反して、

番組が異時再送信される場合」があげられているが、これらに加え、「放送番組が放送

事業者の意図に反して、放送対象地域外で放送される場合」についても検討される必

要がある。 

 

４．協議による解決の重要性について 

・ 当連盟は区域外再送信自体を否定するものではなく、ケーブルテレビ事業者から放

送事業者に同意を求める申請があれば、地域の実態を踏まえて十分協議を行い、可能

な限り解決に努めるべきと考えている。また、日本ケーブルテレビ連盟との間で昨年

４月以来、意見交換を鋭意重ねているところである。これまでに各地で協議による区

59



 - 4 -

域外再送信が行われるに至った経緯は千差万別であり、関係者によるさまざまな努力

の成果であることに留意すべきである。その一方、放送事業者の同意を得ない違法再

送信がいまだに各地で横行しているが、この問題は早急に解決する必要があることを

付記する。 

・ 行政においては、ケーブルテレビ産業の現状、当該放送事業者および当連盟の意見

を十分に踏まえ、良識ある解決策を提示すべきであると考える。 

 

以 上 
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平 成 １ ９ 年 ６ 月 

（社）日本民間放送連盟 

 

総務省「2010年代のケーブルテレビの在り方に関する研究会」報告書案に対する意見 

 

 報告書案の第４章「2010年までの当面の課題と諸方策」で示された、ケーブルテレビ事

業者と民放事業者は「再送信の同意について誠意をもって十分に協議を行うことが重要で

ある」との認識は、全国の民放事業者も共有し、ケーブルテレビ事業者との協議を進めて

いるところである。報告書案に言及はないが、2011年の「完全デジタル化」を見据え、ケ

ーブルテレビと地上放送が調和ある発展を遂げるには、次の施策が不可欠であると考える。 

 

１．ケーブルテレビ再送信に関する「大臣裁定制度」の抜本的見直し 

・ 民放事業者は放送対象地域内のケーブルテレビ再送信（区域内再送信）には積極的に

同意しており、放送対象地域内における放送の普及に努めている。一方、放送対象地域

外でのケーブルテレビ再送信（区域外再送信）は地上放送の根幹である地域免許制度と

の調和が必要であり、これについても当事者間で十分協議して決めるべきものである。 

・ しかしながら、現行の有線テレビジョン放送法の「大臣裁定制度」は、区域外再送信

への同意を放送事業者に強いるものであり、制度としてのバランスを著しく欠いている。

このため、民放連はかねてから、地域免許制度と相容れない同制度の撤廃を求めてきた。 

・ 地上放送の難視聴対策として始まったケーブルテレビ事業は、広域事業化などの規制

緩和も手伝って、近年、その規模を急速に拡大させており、ケーブルテレビ産業の育成

策として導入された「大臣裁定制度」の立法事実は消滅している。放送事業者の著作権

等が尊重されるべきであることは言うまでもなく、また、光ファイバ網等を用いた遠隔

地への区域外再送信にさえも同意を強制されるおそれがあることなどにも鑑み、国は、

ケーブルテレビ再送信に関する「大臣裁定制度」の撤廃を含めた抜本的見直しを行うべ

きである。 

 

２．放送事業者の同意を得ない「違法再送信」の中止 

・ 有線テレビジョン放送法第13条第２項は「ケーブルテレビ事業者は、放送事業者の同

意を得なければ、その放送を再送信してはならない」旨を定め、著作権法第99条第１項

は「放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有

する」と定めている。したがって、放送事業者の同意や許諾を得ずに無断で行われるケ

ーブルテレビ再送信は、これらの法律に明白に違反する「違法再送信」である。 

・ 平成19年３月８日の参議院予算委員会で「違法再送信」について質疑があり、総務大

臣は答弁の中で、全国に310チャンネルもの違法再送信が存在している実態を明らかに

した。これは、ケーブルテレビ事業者の企業としてのコンプライアンスや、放送事業者

の著作権等を侵害している点で重大な問題である。 

・ ケーブルテレビ事業の健全な発展のため、ケーブルテレビ事業者は、こうした違法再

送信を早急に中止すべきであり、そのために国は適切な措置を行うべきである。 
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２００７年８月１７日 

（社)日本民間放送連盟 
 

福岡県民放事業者に対するケーブルテレビ区域外再送信の 

「大臣裁定」についての会長コメント 

 

本日、福岡県民放事業者に対し、大分県のケーブルテレビ事業者への区域外再送信を

求める「総務大臣の裁定」が下されました。これに関する社団法人 日本民間放送連盟

〔民放連、会長＝広瀬道貞･テレビ朝日会長〕の会長コメントは次のとおりです。 

 

 本日８月１７日、“福岡県の民放テレビ事業者４社は、大分県のケーブルテレ

ビ事業者４社へのデジタルテレビ放送の区域外再送信に同意しなければならな

い”旨の「総務大臣の裁定」が下されました。 
 こうした「大臣裁定」制度は、地上放送の根幹である地域免許制度と相容れな

いものであり、民放連としてかねてからその撤廃を求めてきました。また、今回

の裁定申請については、５月９日、総務大臣宛に意見を提出・公表し、適切な行

政判断を求めました。それにもかかわらず、ケーブルテレビ産業の発展ぶりや裁

定制度と著作権法との不整合という現状を直視せず、“昭和６１年５基準”に基

づき、過去２回と同様の判断が行われたことにつきましては、極めて遺憾であり

ます。 
 なお、総務省「情報通信審議会」の「答申書」には、①有線テレビジョン放送

の実態等を踏まえ、制度のあり方について今後幅広く検証すべき、②著作権等の

処理の観点にも十分留意すべきといった記述が添えられましたが、これは現行制

度の問題点を同審議会が自ら認めたものといえます。 
 民放連は今後とも当該の放送事業者と連携しつつ、裁定制度そのものの撤廃を

含めた抜本的見直しを政府に求めてまいります。 

注）５月９日の民放連意見については、民放連ホームページ（http://www.nab.or.jp/）をご覧

ください。 

 この件に関する問い合わせ： 

民放連  デジタル推進部 ／竹内・渡辺 （電話：０３－５２１３－７７１７） 

報 道 資 料 
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平成19年11月

　　　　　　ケーブルテレビ産業規模の推移

１．ケーブルテレビ（自主放送を行う許可施設）の加入世帯数・普及率の推移

年度
加入世帯数
（万世帯）

普及率
（％）

〔参　考〕

平成７年度 361 8.2 ケーブルテレビ 自主放送を行う施設　925施設 許可施設　704施設

８年度 496 11.1 （18年度末） （654事業者、2,063万世帯） （525事業者、2,061万世帯）

９年度 668 14.7 届出施設　221施設

10年度 789 17.0 （129事業者、３万世帯）

11年度 943 20.0
12年度 1044 21.8 再送信のみ行う施設　74,043施設 許可施設　1,131施設

13年度 1300 26.8 （42,122事業者、811万世帯） （509事業者、205万世帯）

14年度 1514 31.1 届出施設　37,469施設

15年度 1654 33.2 （18,379事業者、529万世帯）

16年度 1788 35.9 小規模施設　35,443施設

17年度 1913 38.0 　　　　 （23,234事業者、77万世帯）

18年度 2061 40.3
19年度 2110 41.3

（注）19年度は19年６月末時点のデータ

２．ケーブルテレビ事業の収支状況の推移

年度 営業収益 営業費用 営業利益
営利目的の
事業者数

６年度 984 1,107 -123 224
７年度 1,126 1,195 -69 230
８年度 1,410 1,538 -128 272
９年度 1,644 1,828 -184 296

10年度 1,931 2,052 -121 310
11年度 2,244 2,458 -214 311
12年度 2,463 2,593 -130 317
13年度 2,718 2,748 -30 314
14年度 3,076 2,956 120 314
15年度 3,330 3,057 272 312
16年度 3,533 3,244 288 310
17年度 3,850 3,467 383 311
18年度 4,050 3,762 288 311

※総務省／報道資料「ケーブルテレビの現状について」等から作成
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※１ 普及率は、各年度末の住民基
　　  本台帳世帯数から算出。

※２ 10年度以前のデータは都市型
      ケーブルテレビについてのもの。

【出典】
・総務省「２０１０年代のケーブルテレビ
  の在り方に関する研究会」第１回会合
　（2006.2.22）配付資料「ケーブルテレ
　ビの現状について」
 ・総務省/報道資料「ケーブルテレビの
　現状」（平成19年８月）
・総務省/報道資料「ケーブルテレビ加
　入世帯が670万世帯に」（平成10年９
　月22日）
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※対象は、自主放送を行う許可施設事業
   者のうちケーブルテレビ事業を主たる事
　 業とする営利法人（許可施設には、電気
   通信役務利用放送法の登録を受けた設
   備で有線テレビジョン放送法の許可施設
   と同等の放送方式のものを含む）。

【出典】
・総務省「２０１０年代のケーブルテレビ
  の在り方に関する研究会」第１回会合
　（2006.2.22）配付資料「ケーブルテレビ
　の現状について」
 ・総務省/報道資料「ケーブルテレビの
　現状」（平成19年８月）
・総務省/報道資料「ケーブルテレビ加
　入世帯が670万世帯に」（平成10年９
　月22日）

383 288
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再送信を取り巻く環境の変遷再送信を取り巻く環境の変遷
有線テレビジョン放送法制定時

(S47(1972))
裁定制度制定時
(S61(1986))

現在
(H19(2007))(S47(1972)) (S61(1986)) (H19(2007))

有
線
テ

・世帯普及率は約３％ 。 ・世帯普及率は約12％。 ・世帯普及率は約40％※１。

・CATVは小規模で再送信。 ・CATVは小規模で再送信のみを行うものが多
数。地元事業者要件等による地域限定的な
事業展開。

・規制緩和により、CATVの大規模化、事業者
間連携、全国展開のＭＳＯ等が進展、ISPを
含む多様なサービスの提供。テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

・ 自主放送を行う施設は3。
・営利法人は許可施設のうちの約2割（約
30/150）（S４9）。

事業展開。
・ 自主放送を行う許可施設は98。
・営利法人は許可施設のうちの約2.5割（約
140/550）。

含む多様なサ ビスの提供。
・自主放送を行う許可施設は704。
・営利法人は許可施設のうちの約5割（約
940/1,840)。

・営利目的のCATV許可施設の経常収入は約
100億円（S62年度）

・自主放送を行うCATV許可施設（営利法人）
の営業収益は約6 500億円（ＩＳＰ事業その他

放
送
の
変
化

100億円（S62年度）。
・民放事業者の経常収入は約1兆3,500億円
（S62年度）。

・CATV/民放の経常収入の比率は約1%（S62
年度）。

の営業収益は約6,500億円（ＩＳＰ事業その他
含む。H18年度）。

・地上民放事業者の営業収益は約2兆6,000億
円（H18年度） 。

・ CATV/民放の営業収益の比率は約25％
（H18年度）（H18年度）。

地
上
放

送
の
普

及
状
況

・4ch以下 35県(全世帯の約59%)
・3ch以下 27県(全世帯の約33%)
・2ch以下 23県(全世帯の約27%)

・4ch以下 29県(全世帯の約41%)
・3ch以下 22県(全世帯の約22%)
・2ch以下 17県(全世帯の約16%)

・4ch以下 27県(全世帯の約30%)
・3ch以下 14県(全世帯の約11%)
・2ch以下 5県(全世帯の約3%)

有
ン

メ ・ NHKBS試験放送開始（S59） ・NHKBS契約数・・・約1,300万件有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
以
外
の

メ
デ
ィ
ア
の
変
化

NHKBS試験放送開始（S59）
契約数・・・約42万件（H1)

・CS放送開始（H4）

NHKBS契約数 約1,300万件
・スカイパーフェクTV契約数・・・約3６0万件
・IPマルチキャスト放送契約数・・・約24万件
・ブロードバンドを利用した映像配信サービス
の進展(例：Gyaoの視聴登録者数約1,650万
人)人)

伝
送
路
の
広

帯
域
化
等

・NTT企業向け専用回線(48kbps）
東京～大阪間回線基本料 210万円/月※2

(S50）

・NTT企業向け専用サービス（64kbps)
東京～大阪間回線基本料 110万円/月※2

・有線テレビジョン放送施設の幹線光化率
39.7%

・NTTコム企業向け専用サービス（64kbps)
東京～大阪間回線基本料 約11万円/月※2

2※１現在の世帯普及率は、自主放送を行う許可施設分のみ。 （注）特に時期の記載がない数字はそれぞれS47,S61,H19 のもの※２約410kmで計算

視
聴
者
の

生
活
環
境

の
変
化

・他県就業・通学者 293万人（S45） ・他県就業・通学者 478万人（S60） ・他県就業・通学者 583万人（H17）

・高速自動車国道整備延長 710km ・高速自動車国道整備延長 3,721km ・高速自動車国道整備延長 7,422km

１１ 再送信に関する制度関係再送信に関する制度関係１１ 再送信に関する制度関係再送信に関する制度関係

3
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昭和４７年： 有線テレビジョン放送法が成立

再送信同意規定等に関連する経緯等再送信同意規定等に関連する経緯等

（放送事業者の放送の意図がその意に反し、害され又は歪曲されないことを担保するため、
再送信同意制度を導入（国会修正によりあっせん制度が追加））

・主に地元放送局の了解が得られないため、
区域外再送信を拒否する事例が発生区域外再送信を拒否する事例が発生

・あっせん制度が十分に機能せず

昭和６１年： 有線テレビジョン放送法改正

昭和６２年： 大臣裁定 → 同意すべき旨裁定
（山陰ケ ブ ビジ （株）と（株）サ ビジ ）

昭和６１年： 有線テレビジョン放送法改正
（あっせん制度を廃止し、裁定制度を導入）

（山陰ケーブルビジョン（株）と（株）サンテレビジョン）

平成５年： 大臣裁定 → 同意すべき旨裁定
（高知ケーブルテレビ（株）とテレビせとうち（株））

・平成１５年頃～ 地上デジタル放送の開始に向け、
区域外再送信問題が各地で表面化

平成１８年１２月 全国都道府県庁所在地で地上デジタル放送開始

・平成１８年９月 総務省から、民放事業者及びケーブルテレビ事業者に、地上デジタル
放送の区域外再送信に関する個別協議の促進を文書で要請

4

・平成１８年１２月 全国都道府県庁所在地で地上デジタル放送開始

平成１９年３月： 大分のケーブルテレビ事業者４社が福岡民放４社を対象に裁定を申請

有線テレビジョン放送法の目的（第１条）有線テレビジョン放送法の目的（第１条）

有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）（抄）有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）（抄）

（目的）（目的）

第一条 この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正な
らしめることによつて、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するととも
に 有線テレビジ ン放送の健全な発達を図り もつて公共の福祉の増進に資すに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資す
ることを目的とする。

5
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再送信同意及び裁定に関する規定再送信同意及び裁定に関する規定

有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）（抄）有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）（抄）有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）（抄）有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）（抄）

（再送信）

第１３条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、
テレビジョン放送（放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。）の受信の障害
が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内にあるときは その指定した区域においては 当が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当
該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送（テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その
他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。）を行う放送局（放送法
第二条第三号 に規定する放送局をいう。）を開設しているすべての放送事業者（放送法第二条第三号の二 に規定する放送事業者をいう。以下
同じ。）のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければなら
ない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。な 。ただ 、総務省令 定 る場合は、 限り な 。

２ 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者（放送法第２条第３号の４に規定する受託放送事業者を除く。以下この条において同じ。）又は電気
通信役務利用放送事業者（電気通信役務利用放送法第２条第３項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下この条において同
じ。）の同意を得なければ、そのテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送（委託して行わせるもの及び電波法（昭和25年法律第131号）第５
条第５項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。以下この条において同じ。）又は
電気通信役務利用放送を受信し これらを再送信してはならない ただし 前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放電気通信役務利用放送を受信し、これらを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放
送事業者がテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、この限りでない。

３ 有線テレビジョン放送事業者（有線テレビジョン放送事業者となろうとする者を含む。）は、放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者に対
し、前項本文の同意（以下単に「同意」という。) につき協議を求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、総務大
臣の裁定を申請することができる。

４ 総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者に通知し、
相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

５ 総務大臣は、前項の放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者がそのテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務
利用放送の再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。

６ 同意をすべき旨の裁定においては、第三項の申請をした者が再送信することができるテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気
通信役務利用放送、その者が再送信の業務を行うことができる区域及び当該再送信の実施の方法を定めなければならない。

７ 総務大臣は、第三項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

８ 第六項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。

6

８ 第六項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定 定めるところにより、当事者間に協議が調 たものとみなす。

有線テレビジョン放送法（昭和４７年７月１日法律第１１４号）

第１３条 （略）

再送信同意（法第１３条第２項）①再送信同意（法第１３条第２項）①

第１３条 （略）

２ 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者（放送法第２条第３号の４に規定する受託放送事業者を除く。以下この条において同
じ。）又は電気通信役務利用放送事業者（電気通信役務利用放送法第２条第３項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下こ
の条において同じ。）の同意を得なければ、そのテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送（委託して行わせるもの及び電波法
（昭和25年法律第131号）第５条第５項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。
以 条にお 同じ ）又は電気通信役務利用放送を受信し れらを再送信し はならな ただし 前項 規定により有線以下この条において同じ。）又は電気通信役務利用放送を受信し、これらを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレ
ビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、この限りでな
い。

３～８ （略）

立法趣旨立法趣旨

○ 再送信同意制度の趣旨については、有線テレビジョン放送法案が審議された昭和４７年５月１８日の衆議院逓信委員会
において、阿部未喜男委員の質問に対し、当時の藤木電波監理局長から、「この同意の問題は、現在の有線放送業務の運用
の規正に関する法律というものがございまして、これをそのまま持ってきたわけでありますが、…」と答え、有線テレビ
ジ 放送法 意制度が有線放送業務 運 規 関する法律 意制度と 趣旨 設 られた とを らか

立法趣旨立法趣旨

ジョン放送法の同意制度が有線放送業務の運用の規正に関する法律の同意制度と同じ趣旨で、設けられたことを明らかにし
ている。

○ 他方、有線放送業務の運用の規正に関する法律案が審議された昭和２６年３月２６日の参議院電気通信委員会においては、

鈴木恭一参議院議員と提案者である髙塩三郎衆議院議員との間で次のような質疑応答があった。鈴木恭 参議院議員と提案者である髙塩三郎衆議院議員との間で次のような質疑応答があった。

《第１０回国会 参議院電気通信委員会（昭和２６年３月２６日）》
鈴木恭一君「その次は第５条の再送信の同意の問題でございます。これは放送法の第６条と同じ趣旨であると考えます。第

６条は、著作権の保護の規定ばかりでなく、その編集が再送信の際に歪曲されるということに対する保護、こう
我々は解釈しております。そこで放送協会の共同聴取の場合でも、放送が中断されるような施設のある場合に、我 は解釈 おります。そ 放送協会 共同聴取 場合 も、放送が中断されるような施設 ある場合に、
この規定の存在の意義がある、こう解釈してよろしうございますか。」

髙塩三郎君「大体その通りでございますが、なお付け加えて御説明申し上げますが、第５条の再送信の同意に関する規定で、
ＮＨＫをも含めた無線放送事業者の同意を要することといたしましたのは、中継、特に録音中継の場合における
放送著作権の保護と、いわゆるこまぎれ放送による権利の侵害を防止するためであります。」

7

○ 以上の国会での議論は、有線テレビジョン放送法第１３条第２項が、再送信の際に放送元の放送事業者の編集内容が変更
されること等を防止すること、すなわち、放送事業者の放送の編集意図がその意に反し、侵害され又は歪曲されないことを
担保するための制度であることを明らかにしているものと解される。

67



再送信同意（法第１３条第２項）②再送信同意（法第１３条第２項）②

参考①参考①

○ 過去の裁定においては、再送信同意制度の趣旨について、以下のとおり解している。

《《昭和６２年裁定（昭和６２年郵放有第３２号）昭和６２年裁定（昭和６２年郵放有第３２号）》》 ※※山陰ケーブルビジョン㈱と㈱サンテレビジョンの事例山陰ケーブルビジョン㈱と㈱サンテレビジョンの事例

参考①参考①

３ 判断
テレビジョン放送の再送信を放送事業者の同意に係らしめている法第１３条第２項の趣旨は、有線テレビジョン放送事業者の再送信と

いう行為によって放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されるという事態を防止し、もって放送秩序の維持を図ることとし、放送
事業者に再送信の方法等をチェックさせることにより両者の間で調整を行わせ、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されること
のないよう担保するところにある。のないよう担保するところにある。

（以下略）

《《平成５年裁定（平成５年郵放有第１３号）平成５年裁定（平成５年郵放有第１３号）》》 ※※高知ケーブルテレビ㈱とテレビせとうち㈱の事例高知ケーブルテレビ㈱とテレビせとうち㈱の事例

判断３ 判断

テレビジョン放送の再送信を放送事業者の同意に係らしめている法第１３条第２項の趣旨は、有線テレビジョン放送事業者の再送信という行為に
よって放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されるという事態を防止し、もって放送秩序の維持を図るため、放送事業者に再送信の方法等
をチェックさせることにより両者の間で調整を行わせ、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることのないよう担保するところにある。

（以下略）（以下略）

《《平成１９年裁定（平成１９年総情域第１５７号）平成１９年裁定（平成１９年総情域第１５７号）》》 ※※大分ケーブルテレコム㈱とアール・ケー・ビー㈱の事例等大分ケーブルテレコム㈱とアール・ケー・ビー㈱の事例等

３ 判断

テレビジョン放送の再送信を放送事業者の同意に係らしめている法第１３条第２項の趣旨は、有線テレビジョン放送事業者の再送信という行為に
よって放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されるという事態を防止し、もって放送秩序の維持を図るため、放送事業者に再送信の方法等
をチェックさせることにより両者の間で調整を行わせ、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることのないよう担保するところにある。
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再送信同意（法第１３条第２項）③再送信同意（法第１３条第２項）③

参考②参考②

「放送法」（昭和二十五年法律第百三十二号）

第六条 放送事業者は、他の放送事業者（受託放送事業者を除く。）又は電気通信役務利用放送事業者（電気通信役務利用放送法 （平成十三年法
律第八十五号）第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。）の同意を得なければ、その放送（委託して行わせるも

参考②参考②

律第八十五号）第 条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。）の同意を得なければ、その放送（委託して行わせるも
のを含む。）又は電気通信役務利用放送（同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。）を受信し、これらを再放送してはなら
ない。

「有線放送業務の運用の規正に関する法律」（昭和二十六年法律第百三十五号）【現行「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」】有線放送業務 運用 規 関す 法律 （ 和 十六年法律第 十 号）【 送 運 】

＜新規制定時＞

第五条 有線放送の業務を行う者は、同意を得なければ、放送事業者の放送を受信しこれを再送信してはならない。

＜現行＞

第五条 有線ラジオ放送の業務を行う者は、ラジオ放送事業者（放送法第二条第三号の二に規定する放送事業者のうち同条第三号の四に規定する
受託放送事業者以外のもの及び電気通信役務利用放送法（平成十三年法律第八十五号）第二条第三項に規定する電気通信役務利用放送事業
者をいう。）の同意を得なければ、そのラジオ放送（委託して行わせるものを含む。）を受信し、これを再送信してはならない。

「電気通信役務利用放送法」（平成十三年法律第八十五号）「電気通信役務利用放送法」（平成十三年法律第八十五号）

第十二条 電気通信役務利用放送事業者は、他の電気通信役務利用放送事業者又は放送事業者（放送法第二条第三号の二に規定する放送事業
者をいい、同条第三号の四 に規定する受託放送事業者を除く。第十五条において同じ。）の同意を得なければ、その電気通信役務利用放送又は
放送（同法第二条第一号に規定する放送をいい、委託して行わせるもの及び電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線
局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。第十五条において同じ。）を受信し、これらを再送信してはならない。
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裁定（法第１３条第３項等）裁定（法第１３条第３項等）
有線テレビジョン放送法（昭和４７年７月１日法律第１１４号）

第１３条 （略）

２ （略）
３ 有線テレビジョン放送事業者（有線テレビジョン放送事業者となろうとする者を含む。）は、放送事業者又は電気通信役務利用放送事

業者に対し、前項本文の同意（以下単に「同意」という。）につき協議を求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができ

ないときは、総務大臣の裁定を申請することができる。な きは、総務大臣の裁定を申請する できる。

４～８ （略）

立法趣旨立法趣旨

○ 裁定制度の立法趣旨については、裁定制度を導入した昭和６１年の第１０４回国会で以下のとおり答弁されているとおり、
再送信をめぐる問題について、あっせん制度が機能しなかったためと考えられる。

《第１０４回国会 衆議院逓信委員会（昭和６１年４月２３日）佐藤郵政大臣答弁》
「ＣＡＴＶが多チャンネルの特性を持って、地域住民、国民のニーズに応じていくという大きな要望を背負っていることは言うまでもご多チャ ネ 特性を持 、地域住民、国民 に応 く う大きな要望を背負 る は言う も
ざいません。ところが、このＣＡＴＶが放送事業者との関連において、放送事業者の方は必ず同意をしてもらいたいという意見、ＣＡＴ
Ｖの事業者は同意なしでやっていきたい、こういう意見の対決が去年、おととしくらいから明確に表に出てまいりました。したがって各
地域においてトラブルが発生して、なかなかあっせんというだけでは解決できないという現実の面が出てまいりましたので、裁定という
法的根拠を、公平に行う手段として今度の法改正をしたわけでございまして、その実施に当たっては、民間同士で話すことが第一義であ
る、いわゆる伝家の宝刀的なこの裁定というものは極力避けていきたい、しかしどうにもならないというときには、双方の意見を十分に
公平に判断した上で所定の手続をとって裁定に持っていく、こう基本的に考えた次第でございます。」

《第１０４回国会 衆議院逓信委員会（昭和６１年４月２３日）森島政府委員答弁》
「裁定は個々の具体的事案につきまして、両当事者の意見を個別に聞きながら行うものでございますけれども、恣意的なことがあっては
ならないという点で その点は御指摘のとおりでございますならないという点で、その点は御指摘のとおりでございます。

いろいろなケースが考えられますが、共通する一応の判断の目安というようなものを五点申し上げますと、放送番組が放送事業者の意
図に反して一部カットして再送信されるというような場合、それから放送事業者の意に反して番組が異時再送信と申しますか、同時でな
い再送信が行われるような場合、それから再送信のチャンネルが別の番組に使われて混乱を起こすことがあるような場合、それからＣＡ
ＴＶの施設が確実に設置できるというような見通しかないとか、そういうＣＡＴＶ事業者としての適格性に問題があるような場合、あと
ＣＡＴＶ側の技術レベルに問題があるような場合 こういったことが一応判断の目安になるというように考えております 」

10

ＣＡＴＶ側の技術レベルに問題があるような場合、こういったことが一応判断の目安になるというように考えております。」

裁定（法第１３条第３項等）裁定（法第１３条第３項等）

有線テレビジョン放送法（昭和４７年７月１日法律第１１４号）

第１３条 （略）

２～４ （略）
５ 総務大臣は、前項の放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者がそのテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信

役務利用放送の再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
６～８ （略）

◆「正当な理由」とは 放送事業者の放送の意図がその意に反し 害され又は歪曲さ

６ ８ （略）

◆「正当な理由」とは、放送事業者の放送の意図がその意に反し、害され又は歪曲さ
れないことを担保するという再送信同意制度の趣旨に適うものとして、次のような場
合にそれが認められることとされている。

《第１０４回国会衆議院逓信委員会（昭和６１年４月２３日）で表明》

①放送番組が放送事業者の意に反して、一部カットして放送される場合

②放送事業者の意に反して、異時再送信される場合

③放送時間 開始前や終了後に そ ネ 別 番組 有線放送を行 放送事業者 放送番組か他 番③放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送を行い、放送事業者の放送番組か他の番
組か混乱が生じる場合

④ケーブルテレビの施設が確実に設置できるという見通しがない、施設設置の資金的基礎が十分でない等、ケーブル
テレビ事業者としての適格性に問題があるとされる場合

⑤ケーブルテレビの受送信技術レベルが低く良質な再送信が期待できない場合

11
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憲法（第２１条、第２９条）憲法（第２１条、第２９条）

日本国憲法日本国憲法

第２１条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障す
る。

○２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第２９条 財産権は、これを侵してはならない。
○２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

私有財産 当な補償 れを 共 ため る とが きる○３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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地上放送における放送対象地域関係地上放送における放送対象地域関係２２ 地上放送における放送対象地域関係地上放送における放送対象地域関係

13
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放送対象地域の概要（１）放送対象地域の概要（１）

放送対象地域の概念

放送対象地域とは、同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第2条の
2第2項）のことであり、その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、放

送普及基本計画において規定（放送法第2条の2第3項）。

(1)(1) 放送系の数の目標放送系の数の目標

放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画において、放送対象地域ごとに普及させる放送系
の数の目標を設定

放送対象地域の意義

の数の目標を設定。
(2)(2) 「あまねく受信」の範囲「あまねく受信」の範囲

一般放送事業者：「放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。」（放送法第2条の2第6項）

ＮＨＫ：「中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置
をしなければならない 」（同法第9条第5項）

(1)(1) 規定の仕方規定の仕方
① 放送の主体（ＮＨＫ 放送大学学園 般放送事業者）

をしなければならない。」（同法第9条第5項）

放送対象地域の例 視聴可能
チャンネル数 都道府県数

世帯
カバー率

６チャンネル（紺） 6 31.9%

５チャンネル（緑） 14 38.1%
① 放送の主体（ＮＨＫ、放送大学学園、一般放送事業者）
② 放送の種類（テレビジョン放送、中波放送、超短波放送

等）
等に基づき設定

(2)(2) 具体例具体例 （地上アナログテレビジョン放送）（地上アナログテレビジョン放送）
① ＮＨＫ

４チャンネル（青） 13 19.2%

３チャンネル（桃） 9 7.5%

２チャンネル（橙） 3 2.1%

１チャンネル（赤） 2 1.2%

関東広域圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県 東京都及び神奈川県の各区域を併せた① ＮＨＫ

関東広域圏、関東広域圏にある県を除く各道府県
② 放送大学学園
関東広域圏

③ 一般放送事業者
広域圏 ：関東広域圏 近畿広域圏 中京広域圏

千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた
区域

近畿広域圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域

中京広域圏：岐阜県、愛知県及び三重県の
各 域を併 た 域

14

広域圏 ：関東広域圏、近畿広域圏、中京広域圏
複数の県域：鳥取県及び島根県、岡山県及び香川県
その他 ：上記以外の各都道府県

各区域を併せた区域

岡山県及び香川県の各区域を併せた区域

鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域

※ 世帯カバー率は、総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」（平成18年3月31日現在）を基に算出

放送対象地域の概要（２）放送対象地域の概要（２）

第二条の二 総務大臣は （中略） 放送普及基本計画を定め これに基づき必要な措置を講ずるものとする

放送法上の関係条文
第二条の二 総務大臣は、 （中略） 放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
２ 放送普及基本計画には、 （中略） 次の事項を定めるものとする。
一 （略）
二 （中略） 中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の

放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（以下「放送対象地域」という。）
三 放送対象地域ごとの放送系（同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう 以下この号において同じ ）の数三 放送対象地域ごとの放送系（同 の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。）の数
（受託放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送することのできる放送番組の数）の目標

３ 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項の放送用割当可能周波数、放送
に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。

４～６ （略）

放 送 の 区 分 放送対象地域 放送系の数の目標

ＮＨＫの放送 総合放送 広域放送 関東広域圏（注１） １

県域放送 関東広域圏に属する県を除く道府県の各区域（注１） 放送対象地域ごとに１

テレビジョン放送に係る放送対象地域と放送対象地域ごとの放送系の数の目標

教育放送 全 国 １

放送大学学園の放送 大学教育放送 関東広域圏（注２） １

一般放送事業者の放送 総合放送 広域放送 関東広域圏 ５

中京広域圏及び近畿広域圏の各区域 放送対象地域ごとに４

県域放送 北海道及び福岡県の各区域並びに岡山県及び香川県の各区域を併せた区域 放送対象地域ごとに５

岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、静岡県、広島県、
愛媛県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の各区域

放送対象地域ごとに４

青森県、秋田県、富山県、山口県、高知県、大分県及び沖縄県の各区域
並びに鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域

放送対象地域ごとに３

福井県、山梨県及び宮崎県の各区域 放送対象地域ごとに２

栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 岐阜県 愛知県 三重県 放送対象地域ごとに１栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び佐賀県の各区域

放送対象地域ごとに１

（注１）デジタル放送に限り、関東広域圏には茨城県を含まない。 （注２）関東広域圏のうち授業実施予定地域。

（参考）放送普及基本計画（昭和63年郵政省告示660号）
第１ 放送の置局（受託国内放送及び受託内外放送にあっては、受託国内放送及び受託内外放送を行う放送局の置局及び委託放送業務。以下同じ。）に関して定める指針及び基本的事項
１ 放送を国民に最大限に普及させるための指針
（１） 国内放送の普及

15

ア 地上系による放送
（エ） テレビジョン放送

Ａ デジタル放送以外の放送
協会の放送については、総合放送及び教育放送各１系統の放送、学園の放送については、大学教育放送１系統の放送並びに一般放送事業者の放送については、総合放送

４系統の放送が全国各地域（学園の放送にあっては授業実施予定地域）においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う一般放送事業者の放送につい
ては、５系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
（以下略）
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マスメディア集中排除原則と放送対象地域（１）マスメディア集中排除原則と放送対象地域（１）

放送法 第１条 （目的）

放送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること

放送が国民に最大限に普及されて、
その効用をもたらすことを保障すること

放送法 第１条 （目的）

放送法 第２条の２ （放送普及基本計画）

放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、
放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする

一の者によって所有又は支配される放送系の数を制限の者によって所有又は支配される放送系の数を制限

多元性、多様性、地域性の三原則を実現

（例）地上放送事業者を支配する者が、他の地上放送事業者に出資等を行おうとする場合の原則（例）地上放送事業者を支配する者が、他の地上放送事業者に出資等を行おうとする場合の原則

（（ⅰⅰ）当該地上放送事業者が同じ放送対象地域にある場合）当該地上放送事業者が同じ放送対象地域にある場合

甲甲

（（ⅱⅱ）当該地上放送事業者が異なる放送対象地域にある場合）当該地上放送事業者が異なる放送対象地域にある場合

甲甲甲甲

地上放送事地上放送事 地上放送事地上放送事

100%100% 1/101/10以下以下
放
送
対

放
送
対

甲甲

放
送
対

放
送
対

放
送
対

放
送
対

地上放送事地上放送事 地上放送事地上放送事

100%100% 1/51/5未満未満

16

地上放送事地上放送事
業者業者AA

地上放送事地上放送事
業者業者BB

対
象
地
域
ｘ

対
象
地
域
ｘ

象
地
域
ｘ

象
地
域
ｘ

対
象
地
域
Ｙ

対
象
地
域
Ｙ

地上放送事地上放送事
業者業者AA

地上放送事地上放送事
業者業者CC

マスメディア集中排除原則と放送対象地域（２）マスメディア集中排除原則と放送対象地域（２）
1616年改正の概要（隣接地域の出資比率緩和関係）年改正の概要（隣接地域の出資比率緩和関係）

○○ 隣接地域のローカル局相互の連携の場合隣接地域のローカル局相互の連携の場合 77地域地域 ○○ 連携の対象となる地域すべてがそのうちのいずれ連携の対象となる地域すべてがそのうちのいずれ

複数の放送対象地域が地理的に接しながら連なっているよう

な下の例はすべて連携可能 象

「すべてがそのうちのいずれか一つの地域に隣接している場

合 にあたる例 東 京 畿広 象

○○ 隣接地域のロ カル局相互の連携の場合、隣接地域のロ カル局相互の連携の場合、77地域地域
までの連携が可能までの連携が可能

○○ 連携の対象となる地域すべてがそのうちのいずれ連携の対象となる地域すべてがそのうちのいずれ
か一つの地域に隣接する場合、兼営が可能か一つの地域に隣接する場合、兼営が可能

な下の例はすべて連携可能 （※キー局は対象外）

【例１】

【例２】

H県 I県 J県

合」にあたる例 （※関東、中京、近畿広域圏局は対象外）

【例１】

A県 B県

D県 E県

C県 X県 Y県
W県

【例２】

A県 B県

C県 D県

F県 G県

E県
【例３】

N県 O県

P県 Q県 R県

K県 L県

M県
放送対象地域であるA～E県が上

のような地理的な位置関係にある
場合、Ｂ県に着目すると「すべてが
そのうちのいずれか一つの地域

放送対象地域であるW～Z県が

上図のような地理的な位置関係
にある場合、Y県に着目すると

「すべてがそのうちのいずれか

D県 E県
Z県

「連携」とは、放送事業者a、bの間に、次の(i)から(iii)のような議
決権の保有関係がある場合をいう

【参考】「すべてがそのうちのいずれか一つの放送対象地域に隣接している
場合」にあたらない例

（上図ではＢ県）に隣接している地
域」にあたることになる

す てがそのうちのいずれか
一つの地域（上図ではY県）に隣

接している地域」にあたることに
なる。

決権の保有関係がある場合をいう

放送事業者

社社 社社

(i) (ii) (iii)
X社

場合」にあたらない例

放送対象地域であるL～O県が左

図のような地理的な位置関係にあ
る場合は、いずれの県に着目しても
「すべてがそのうちのいずれか一つ
の地域に隣接している地域」にあた

L県 M県

N県 O県

a社a社 b社b社 a社a社 b社b社 a社a社 C社 b社b社

：1/5 以上 1/3 未満の議決権保有

※ 地域的な関連性が密接であるものとして別に定める場合も
兼営まで可能 （東北全県、九州全県、九州全県＋沖縄県）

の地域に隣接している地域」にあた
らないことになる。

17

※ 海域を挟んで最も近い特定の放送対象地域間は「隣接」として扱う。
北海道と青森県、千葉県と神奈川県、広島県と愛媛県、福岡県と山口県、兵庫県と徳島県、長崎県と熊本県、鹿児島県と沖縄県
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地上放送におけるネットワークの状況地上放送におけるネットワークの状況
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３３ 著作権制度関係著作権制度関係３３ 著作権制度関係著作権制度関係

20

著作権法上の権利との関係著作権法上の権利との関係

著作権法上の許諾との関係著作権法上の許諾との関係

○ 再送信にあたっては、有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者から、有線テレビジョ
ン放送法の同意とは別に、著作権法上の著作権・著作隣接権の許諾を得る必要がある。

○ また、再送信を行う有線テレビジョン放送事業者は、番組に含まれる著作物（音楽、脚本○ また、再送信を行う有線テレビジョン放送事業者は、番組に含まれる著作物（音楽、脚本
等）について、著作権に関する権利処理を行う必要がある。

○ 過去の国会審議においては、有線テレビジョン放送法の同意制度と著作権法の著作隣接権
制度は、別個の制度であると答弁されている。

《第１０４回国会参議院逓信委員会（昭和６１年５月１３日）文化庁岡村政府委員答弁》

「有線テレビジョン放送で認められております同意の制度と それから著作権法で規定しております著作隣接権制度というのは全く別「有線テレビジョン放送で認められております同意の制度と、それから著作権法で規定しております著作隣接権制度というのは全く別
個の制度、権利でございます。したがいまして、理論上は著作隣接権は著作隣接権として許諾権でございますからノーと言うことは可
能でございますけれども、ご承知のとおり著作権あるいは著作隣接権というのは、権利者の権利を保護すると同時に、これは文化的所
産でございますので国民の多くの方々に利用していただくということによって初めて重要な意味をもつ。したがって、公正な利用とい
うことについてもその法律の趣旨の中にはあるわけでございます。」

《第１０４回国会参議院文教委員会（昭和６１年５月１５日） 郵政省濱田政府委員答弁》

「この再送信同意制度というものの目的でございますが、これは放送事業者の放送の意図を保護することによりまして放送秩序の維持
を図るというところにポイントがあるわけでございます。したがいまして、著作権制度とはその制度の趣旨を異にしておるというふう
に私ども考えております。この再送信制度の関係での裁定が、著作権法上の著作権とか著作隣接権に影響を与えるものではないという私 す。 再 信制 関係 裁定 、著 法 著 著 隣接 影響 う
ふうに私ども考えております。」

《第１０４回国会参議院文教委員会（昭和６１年５月１５日） 文化庁加戸政府委員答弁》

「これは、今郵政省から御議論ありましたように、実態的なトラブルもないし、また、そういうケースも考えられないということでご
ざいますが 理論的可能性として 放送事業者の同意が拒まれたために 有線テレビジ ン放送法上の同意の許可が郵政大臣から与え

21

ざいますが、理論的可能性として、放送事業者の同意が拒まれたために、有線テレビジョン放送法上の同意の許可が郵政大臣から与え
られたにもかかわらず、著作権法を理由に放送事業者がＣＡＴＶに許諾をしないというようなことが起き得るとすれば、それはまさに
財産権の乱用でございまして、みずからの首を絞めるわけでございまして、その事態になれば文化庁としては、裁定ではなくて、放送
事業者の隣接権を廃止するというような決意でも持たなきゃならぬ事柄ではないかというふうに考えております。もちろんこういうこ
とは理論上の可能性だと思います。」
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著作権法上の地上放送の再送信に係る規律著作権法上の地上放送の再送信に係る規律

地上放送を再送信するためには 放送番組に係る全ての権利処理を行う必要

①①放送事業者が有する有線放送に関する権利放送事業者が有する有線放送に関する権利

地上放送を再送信するためには、放送番組に係る全ての権利処理を行う必要。

著作権法に基づく許諾の要否 契約形態
自ら制作した放送番組に

ついての権利
著作権 許諾必要（著作権法第２３条）

個別契約
（ただし、現在、対価請求を留保している模様）

著作隣接権 個別契約

②②放送番組に含まれる著作物の原権利者が有する有線放送に関する権利放送番組に含まれる著作物の原権利者が有する有線放送に関する権利

有線放送させる権利 著作隣接権 許諾必要（著作権法第９９条）
個別契約

（ただし、現在、対価請求を留保している模様）

著作権法に基づく許諾の要否 契約形態（平成18年度まで※）

著
作

文芸
（原作者・脚本家）

許諾必要（著作権法第２３条）
年間包括契約による支払い

（５団体ルールによる一括処理）（注２）

作
権

音楽
（作詞家・作曲家）

許諾必要（著作権法第２３条）
年間包括契約による支払い

（５団体ルールによる一括処理）（注２）

著
レコード
（レコード製作者）

許諾不要 ただし、報酬請求権有り
（著作権法第９７条）（注１）

―

作
隣
接

（レコ ド製作者） （著作権法第９７条）（注１）

実演
（演奏家、歌手

俳優等）

レコード
実演

許諾不要 ただし、報酬請求権有り
（著作権法第９５条）（注１）

―

映像実演
許諾不要 ただし 報酬請求権有り 年間包括契約による支払い

22

権 俳優等） 映像実演
許諾不要 ただし、報酬請求権有り
（著作権法第９２条、第９４条の２）（注１）

年間包括契約による支払い

（5団体ルールによる一括処理あり）

（注１） 上記の下線部分については、第１６５回臨時国会において成立し、平成１９年７月１日から施行。
（注２） ただし、５団体に加入していない権利者については、年間包括契約ではカバーできていない。
※ 平成19年度以降の著作権処理に関しては、日本ケーブルテレビ連盟と各著作権管理団体との間で交渉中。

著作権法上の再送信に関する特例規定著作権法上の再送信に関する特例規定

著作権法においては、再送信に関して、非営利無料の場合及び義務再送信の
場合に特例規定がある

著作権法第３８条第２項等により 非営利無料で再送信を行う場合は 放送に係る著作権 著作隣接権

場合に特例規定がある。

（１）非営利無料で再送信を行う場合（１）非営利無料で再送信を行う場合

著作権法第３８条第２項等により、非営利無料で再送信を行う場合は、放送に係る著作権・著作隣接権
は働かない。

著作権法（昭和４５年５月６日法律第４８号）

第３８条（略）第３８条（略）

２ 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に
係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線
に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。）を行うことができる。

３～５ （略）

第１０２条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四
項、第四十一条から第四十二条の二まで並びに第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レ

コード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている
実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放
送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条
第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替
えるものとする。

２～７（略）

（２）義務再送信の場合（２）義務再送信の場合

著作権法第９９条第２項により、有線テレビジョン放送法第１３条第１項に基づく義務再送信の場合は、
放送事業者の著作隣接権は働かない。

（２）義務再送信の場合（２）義務再送信の場合

23

著作権法（昭和４５年５月６日法律第４８号）

第９９条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

２ 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

75



いわゆる５団体ルールについていわゆる５団体ルールについて

いわゆる５団体ルールについて（平成いわゆる５団体ルールについて（平成1818年度まで年度まで※※））わゆる 団体 （平成わゆる 団体 （平成 年度ま年度ま ））

○ 再送信に関する原権利者に対する著作権処理については、日本ケーブルテレビ
連盟が交渉窓口となり、以下の権利者団体と年間包括契約を結んでおり、「５団
体ルール」と呼ばれている。

・協同組合日本脚本家連盟（日脚連）

協同組合日本シナリオ作家協会（シナ協）・協同組合日本シナリオ作家協会（シナ協）

・社団法人日本文芸著作権保護同盟（文芸保護同盟）

・社団法人日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）

・社団法人日本芸能実演家団体協議会（芸団協）

○ 個々の有線テレビジョン放送事業者は、この年間包括契約に基づき、各権利者○ 個々の有線テレビジョン放送事業者は、この年間包括契約に基づき、各権利者
団体に支払いを行っている。

＜使用料算定式＞

区域内再送信（Ａ）： 前年度収入×０．０１５％×区域内再送信のチャンネル数
区域外再送信（Ｂ）： 前年度収入×０．０９％ ×区域外再送信のチャンネル数

著作物使用料＝（Ａ）＋（Ｂ）

24

ただし、（Ａ）＋（Ｂ）の合計が前年度収入の０．３５％を超える場合は、０．３５％とする。

※平成19年度以降の著作権処理に関しては、日本ケーブルテレビ連盟と各著作権管理団体との間で交渉中。

４４ その他その他４４ その他その他

25
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電気通信事業紛争処理委員会について電気通信事業紛争処理委員会について

○ 概 要
事前規制からルール型行政への移行に伴い、電気通信事業者間の接続等に係る紛争の迅速かつ効率的な処理を

図るため、平成１３年１１月３０日、総務省に電気通信事業紛争処理委員会を設置
○ 組 織

・許認可部門から組織的に独立した委員会（国家行政組織法第８条に基づく機関）として設置許認可部門から組織的に独立した委員会（国家行政組織法第８条に基づく機関）として設置
・両議院の同意を得て総務大臣が任命する５名の委員により構成
・紛争処理手続に参与させるために７名の特別委員を総務大臣が任命

○ 紛争処理手続等の充実
・接続等の事業者間の協議について、簡易で迅速な当事者間の合意形成を促進するための「あっせん」や「仲裁」

手続を実施手続を実施
・接続の協議開始命令や裁定、料金変更命令等について、総務大臣から諮問を受け、審議・答申
・紛争処理等に関して、総務大臣に対する勧告権限

電気通信事業者 総務大臣 電気通信事業紛争処理委員会

申 請

裁 定 等

あっせん
電気通信事業者

間の紛争

仲 裁

申 請

申 請 等 諮 問
裁 定 等

業務改善命令等
意見申出制度に
よる他事業者

からの

答 申

申 請

26

競争ルールの改善等

からの
申立て等

勧 告

日本ケーブルテレビ連盟の意見 日本民間放送連盟の意見

＜参考＞第２回研究会での両連盟からの意見①＜参考＞第２回研究会での両連盟からの意見①

再送信同意
制度の意義

・ 基本的に放送事業者の事項である。ＣＡＴＶがと
やかくいうのは適切ではない。

・ マストキャリーの場合は別として、大事な放送番
組を勝手に再送信できるようにするのは問題と思

・ 大臣裁定制度と不整合な点が問題。

組 勝 再 信 問
う。

裁定制度の
必要性

・ 一定のルールのもと、それに基づき民民で解決
できるのがよい。ただ、それでも解決できないよう
な場合のため、大臣裁定又は同様のものが必要。

（・ 地域免許制、著作権法と不整合であり、立法
事実は消滅している。「同一性の保持」にのみ
着目する偏ったものであり、抜本的に見直すべ着 偏 直
き。）

・ 民民の協議に委ねるべき

裁
地域性の
観点

（・ 近隣の地域に限定し遠距離は考えていない。）
・ 例えば東京と北海道間ではコストが高くなりすぎ

（・ 「民放３波以下の地域への配慮」「地理的・文
化的・経済的な一体性」「再送信先の民放事業

定
の
判
断

（遠隔地間の
区域外再送
信）

考えたこともない。 者の考え方の確認」等が考えられる。）

県域免許制
との整合性

・ 維持するのが適当。ただし、文化・生活圏が一体
な場合等区域外のニ ズがあるところは 弾力

（・ 「区域外再送信が行きすぎた場合には、この
「地域免許制度」は形骸化し 特に「県域」を基

基
準

との整合性 な場合等区域外のニーズがあるところは、弾力
的に認めるべき。

「地域免許制度」は形骸化し、特に「県域」を基
盤とするローカル民放局の経営を危うくし、「地
方の放送文化」「地域に根ざした放送サービス」
の維持発展を難しくする。）

地元局経営 （ 民間放送事業者との共存共栄 ） （ 「民放３波以下の地域 の配慮」「地理的 文地元局経営
の観点

（・ 民間放送事業者との共存共栄。）
・ CATVは地形難視、都市型難視の解消等で地上

放送の補完的機能をはたし、放送事業者とは手
を携えてきた。
地上放送デジタル化についても 放送事業者の

（・ 「民放３波以下の地域への配慮」「地理的・文
化的・経済的な一体性」「再送信先の民放事業
者の考え方の確認」等が考えられる。）

・ 経営的な影響の問題から地元局の納得が必要。
大分民放３局のシミ レ ションでは１８億円の

27

・ 地上放送デジタル化についても、放送事業者の
置局計画を補完できればと考えている。

・ 両者間で番組面での協力も行われている。

・ 大分民放３局のシミュレーションでは１８億円の
逸失収入。
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日本ケーブルテレビ連盟の意見 日本民間放送連盟の意見

＜参考＞第２回研究会での両連盟からの意見②＜参考＞第２回研究会での両連盟からの意見②

日本ケ ブルテレビ連盟の意見 日本民間放送連盟の意見
裁
定
の
判

チャンネル
数の観点
（視聴者のニ
ーズ対応等）

（・ 原則として「アナログで見られていたものはデジ
タルでも見られる様に」）

・ 区域外再送信は専ら視聴者ニーズに対応するた
め

（・ 「民放３波以下の地域への配慮」「地理的・文
化的・経済的な一体性」「再送信先の民放事業
者の考え方の確認」等が考えられる。）

・ 区域外のニーズがあるのは分かるが ４波ある判
断
基
準

対応等） め。 区域外のニ ズがあるのは分かるが、４波ある
地域は地元の系列局を見てほしい。

・ 少数チャンネル地域で区域外のニーズがあるの
は分かるが、だからといって全てＯＫということで
はない（視聴者ニーズも踏まえ可能な限り協議にはない（視聴者ニ ズも踏まえ可能な限り協議に
努めている。）。

・ 放送事業者としての視聴者ニーズの対応は、放
送対象地域内の視聴者に放送を届かせること。

金銭事項の ・ 著作権料について放送事業者等から請求されれ ・ 対価請求は留保 ＣＡＴＶと民放は放送普及の金銭事項の
観点
（著作権料等
の支払い等）

著作権料について放送事業者等から請求されれ
ば支払う。また、 著作権料以外についても、納
得性があれば、協議に応じる。

・ 地元局への影響を軽減するための協力・支援に
ついても 協議に応じる。

対価請求は留保。ＣＡＴＶと民放は放送普及の
「車の両輪」ということもあって、請求していない。

・ 有テレ法と不整合な点が問題。

ついても、協議に応じる。
アナログ受
信者の利益
保護

（・ 原則として「アナログで見られていたものはデジ
タルでも見られる様に」）

・ デジタルだから不同意ということではなく、もともと、
系列局が増加していること、デジタル化投資の負
担等から、見直したい。

そ違法再送信 ・ 当初は全て同意。その後不同意。放送事業者か （・ 違法再送信を早急に中止すべきであり、そのたそ
の
他

違法再送信 当初は全て同意。その後不同意。放送事業者か
ら納得できる不同意の理由説明がないので視聴
者に説明できないし、また、放送事業者を悪者に
することもできず、再送信を継続してきた。

（ 違法再送信を早急に中止す きであり、そのた
めに国は適切な措置を行うべき。）

両団体間の ・ 賛成。 ・ 賛成。

28

両団体間の
協議の実施

賛成。 賛成。

注：注： （（ ）は提出資料からの引用）は提出資料からの引用
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「５つの基準」・・・5,25 

 

区域外再送信・・・1 

経営状況 

―有線テレビジョン放送事業者の～・・・8 

―地上民間放送事業者の～・・・8 

 

再送信同意制度・・・4 

裁定制度・・・5 

自主放送・・・1 

 

著作権法・・・4,312 

通信・放送の融合・・・334 

動画配信サービス・・・11 

 

普及状況 

―有線テレビジョン放送の～・・・7 

―地上放送の～・・・10 

―衛星放送の～・・・10 

―有線役務利用放送の～・・・11 

放送対象地域・・・1 

 

有線テレビジョン放送 

―～の施設規模・・・7 

―～の運営主体・・・7 

―～における自主放送の状況・・・8 
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